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第１章 計画策定の背景と目的 
１ 地球温暖化の現状 

地球温暖化は，人為起源の温室効果ガスの排出により，地球全体の平均気温が上昇する現
象です。産業革命以降，石炭，石油，天然ガスなどの化石燃料の大量消費により温室効果ガス
が大量に排出され，大気中の二酸化炭素濃度が増加しています。 
近年，国内外で猛暑や豪雨などの自然災害が激甚化・頻発化しており，世界各地で干ばつや
海面水位の上昇，大規模な森林火災が発生しています。これは，地球温暖化の進行がその一因
と考えられており，地球温暖化の進行が大きな問題となっています。 
地球温暖化の影響は，生態系にも及んでおり，農作物の収穫量や漁獲量の減少，生物多様性
の損失，感染症リスクの拡大などが懸念されています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：こども環境白書（2012年・環境省）を基に作成 
¡ 地球の表面は，太陽の光で温められています。 
¡ 温められた地面から出る熱は，宇宙空間に放出されますが，一部は大気中の二酸化炭素
やメタン，フロンなどの温室効果ガスに吸収されて，地球上に残ります。 

¡ 大気中の温室効果ガスの量が多くなると，熱が宇宙に放出されにくくなり，地球全体の
平均気温が上がってしまいます。この状態を地球温暖化といいます。 

図 1 地球温暖化のメカニズム 
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出典：全国地球温暖化防止活動推進センター         
¡ 世界平均気温（2011～2020年）は，工業化前（ここでは 1850年を指す）と比べて約 1.09℃
上昇しています。 

図 2 世界平均気温の変化 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：AR6/1報告書 
¡ 世界平均海面水位は，1901～2018年の間に 0.20m上昇しました。 
¡ 海面が 1m 上昇すると日本全国の砂浜の 9 割以上が失われ，一部の地域は水没すると予
測されています。 

¡ 既に海抜の低い島国では高潮による被害拡大や満潮時に海水が住宅に入り込むなどの影
響が出ています。 

図 3 世界平均海面水位の変化 



 

 
 

3 

２ 気候変動対策の必要性 
気候変動問題は，その予想される影響の大きさや深刻さから見て，人類の生存基盤に関わ
る安全保障の問題と認識されており，最も重要な環境問題のひとつとされています。既に世
界的にも平均気温の上昇，雪氷の融解，海面水位の上昇が観測されています。 
国連環境計画（UNEP）と世界気象機関（WMO）により設立された組織である国連機関「気
候変動に関する政府間パネル（以下「IPCC」という。）」は，第６次評価報告書（第 1作業
部会報告書〔2021年 8月，自然科学的根拠〕，第 2作業部会報告書〔2022年 2月，影響・
適応・脆弱性〕，第 3作業部会報告書〔2022年 4月，気候変動の緩和〕）を公表し，以下の
見解を示しています。 
¡ 人間の影響が大気，海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない 
¡ 大気，海洋，雪氷圏及び生物圏において，広範囲かつ急速な変化が現れている 
¡ 気候システムの多くの変化※は，地球温暖化の進行に直接関係して拡大する 

※極端な高温や大雨の頻度と強度の増加，いくつかの地域における強い熱帯低気圧の割合の
増加等 

 
また，2023年 3月には，これらの報告書の知見を統合した第 6次統合報告書を公表し「こ
の 10年間に行う選択や実施する対策は，数千年先まで影響を与える」と警鐘を鳴らし，各国
に抜本的な対策を急ぐように求めています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
出典：全国地球温暖化防止活動推進センター 

図 4 1850～1900年を基準とした 2100年までの世界平均気温の変化予測 
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参考：国土交通省・水害レポート 2022から作成 

¡ 短時間の強雨や大雨の増加に伴い，土砂災害・水害の発生頻度が増加傾向にある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考：消防庁熱中症情報から作成 

¡ 気温の上昇により，熱中症搬送者数や死亡者数が増加傾向にある。 

図 5 日本国内における気候変動の影響の事例① 
 

1時間降水量 50mm以上の年間発生回数（全国） 

熱中症による救急搬送者数（全国） (人) 
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出典：環境省・おしえて！地球温暖化 
¡ 激しい雨の回数が増える一方で，年間の降水の日数が減少。渇水が発生し，毎年のように
取水制限が行われている。 

 
 
 
 
 
 
 

 
出典：環境省・おしえて！地球温暖化 

¡ 日本海でブリ，サワラの漁獲量増加の一
方，スルメイカの漁獲量が減少 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：環境省・おしえて！地球温暖化 
¡ 海水温の上昇などにより，東京湾で南方
系魚類が確認されるなど，野生生物の分
布が変化 

出典：農研機構 
¡ 高温によりデンプンが少ない白未熟粒が
増えるなどの米の品質が低下 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：全国地球温暖化防止活動推進センター 

¡ 高温によるりんごの着色不良 

図 6 日本国内における気候変動の影響の事例② 

日降水量 1mm以上の 
年間日数の経年変化 

日本海沿岸における 8~11 月
のスルメイカ漁獲量の変化 
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３ 気候変動対策を巡る国内外の動向 

（１）国際的な動向 

2015年 11月から 12月にかけて，フランス・パリにおいて，第 21回気候変動枠組条約締
約国会議（COP21）が開催され，京都議定書以来 18年ぶりの新たな法的拘束力のある国際的
な合意文書となるパリ協定が採択されました。 
パリ協定では，国際条約として初めて「世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて 2℃
より十分低く保つとともに，1.5℃に抑える努力を追求すること」や「今世紀後半の温室効果
ガスの人為的な排出と吸収の均衡」という世界共通の長期目標を掲げたほか，先進国と途上
国といった二分論を超えた全ての国の参加，5年ごとに温室効果ガスの排出削減目標を提出・
更新する仕組みなどを規定しており，国際枠組みとして画期的なものとされています。 

2018 年に公表された IPCC「1.5℃特別報告書」によると，世界全体の平均気温の上昇を，
２℃を十分下回り，1.5℃の水準に抑えるためには，二酸化炭素排出量を 2050 年頃に正味ゼ
ロとすることが必要とされています。この報告書を受け，世界各国で，2050年までのカーボ
ンニュートラルを目標として掲げる動きが広がりました。 

2021年にイギリスで開催された第 26回気候変動枠組条約締約国会議（COP26)では，「グ
ラスゴー気候合意」が決定され，パリ協定締結時に努力目標とされていた 1.5℃目標の達成の
ための努力を継続することが合意されました。 
 

  



 

 
 

7 

■コラム（カーボンニュートラルとは） 
 
温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させることを意味します。 
「排出量を全体としてゼロ」というのは，二酸化炭素をはじめとする人為的な温室効果
ガスの排出量から，植林，森林管理などによる吸収量を差し引いて，合計を実質的にゼロ
にすることを意味しています。 

 

下図で示すとおり，①使うエネルギーを減らす・効率的に使う（省エネルギー）， 
②再生可能エネルギーに置き換える（再生可能エネルギー），③なお排出される温室効
果ガスは森林等の吸収源により吸収の 3つの要素があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：環境省ウェブサイト 
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■コラム（世界の二酸化炭素排出量） 
  

2019年の世界の二酸化炭素排出量は，中国が一番多く 29.5%，アメリカが 14.1%，イ
ンドが 6.9%，ロシアが 4.9%，日本が 3.2%となっています。 
一人当たりの排出量で比較すると，アメリカが一番多く 14.5t/人，ロシアが 11.3 t/人，
韓国が 11.3 t/人，日本が 8.4 t/人となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
出典：全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト 
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（２）国内の動向 

欧州を始めとした国々が 2050 年カーボンニュートラルを表明する中，日本も 2020 年 10
月に 2050年カーボンニュートラル宣言を行い，その後，2021年 4月に国の 2030年度の温
室効果ガス排出量の削減目標を従前の 2013 年度比 26％削減から 2050 年カーボンニュート
ラルと整合的で，野心的な目標として，46％削減に引き上げ，さらに 50％の高みに向けて挑
戦を続けていくことが表明されました。 
これらを踏まえ，地球温暖化への対応において成長が期待される重点分野の今後の取組を
明記した「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略（2020年 12月）」や，地
域の成長戦略を示すことで脱炭素先行地域を創出し，そのモデルを全国に伝播されるという
道筋を示した「地域脱炭素ロードマップ（2021年 6月）」が策定されました。2021年 10月
には，「地球温暖化対策計画」，「第 6次エネルギー基本計画」，「パリ協定に基づく成長戦
略としての長期戦略」及び「気候変動適応計画」が閣議決定され，2030年度の温室効果ガス
排出量の削減目標 46％削減に向けた緩和策と適応策，エネルギー政策についての新たな方針
が掲げられるとともに，2022年 4月には 2050年カーボンニュートラルを基本理念とする「地
球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」（改正地球温暖化対策推進法）が全
面施行されたところです。 
また，2023年 2月には，化石燃料中心の産業構造・社会構造をクリーンエネルギー中心へ
転換する「GX」（グリーントランスフォーメーション）を通じて脱炭素，エネルギー安定供
給，経済成長の 3つの同時実現に向けたロードマップとして「GX実現に向けた基本方針」が
閣議決定されました。 
 
表 1 国の地球温暖化対策計画における 2030年度温室効果ガス排出削減量の目標 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

出典：環境省・地球温暖化対策計画（2021）  
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■コラム（各国の削減目標） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
出典：全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■コラム（緩和策と適応策） 
気候変動への対策には，気候変動の原因
となる温室効果ガスの排出量を減らす「緩
和」と，既に生じている，あるいは将来予測
される気候変動の影響による被害を回避・
軽減させる「適応」の 2つがあり，両輪で
取り組んでいくことが重要です。 

 
出典：平成 28年版 環境・循環型社会・生物多様性白書（環境省） 

 
 



 

 
 

11 

（３）北海道の動向 
北海道においては，2020年 3月，2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロとする「ゼ
ロカーボン北海道」を目指すことを表明し，その実現に向けた取組を進めるため，2022年 3
月に「北海道地球温暖化対策推進計画（第 3次）」（以下「ゼロカーボン北海道推進計画」と
いう。）を改定しました。 
ゼロカーボン北海道推進計画では，2050年までにゼロカーボン北海道の実現を目指し，そ
の中間目標として 2030 年度の温室効果ガスの削減目標を 2013 年度比 48％削減と掲げると
ともに，地域の脱炭素化や気候変動への適応，建築物の脱炭素化，環境保全型農業の推進など
を重点的に進める取組とすることなどが示されています。 
 
表 2 北海道地球温暖化対策推進計画における 2030年度温室効果ガス排出削減量の目標 

部門毎の削減目標（万 t-CO₂） 

部門 
2013年度排出量 
（基準年） 

2030年度(目標年） 

排出量 削減量 削減率 

産業 2,071 1,428 ▲643 ▲31% 

業務その他 1,010 579 ▲431 ▲43% 

家庭 1,519 801 ▲718 ▲47% 

運輸 1,260 907 ▲353 ▲28% 

エネルギー転換 350 241 ▲109 ▲31% 

非エネルギー二酸化炭素 341 302 ▲39 ▲11% 

メタン 434 389 ▲45 ▲10% 

一酸化二窒素 242 203 ▲39 ▲16% 

代替フロン等 4ガス 142 80 ▲62 ▲44% 

森林吸収量  ▲850 ▲850  

農地土壌・都市緑化吸収量 ― ▲292 ▲292  

合計 7,369 3,788 ▲3,581 ▲48% 
出典：北海道地球温暖化対策推進計画（第 3次） 
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４ 計画の目的 
本市では，2015 年 10 月に，市域全体の地球温暖化対策に関する方針などを示す計画とし
て，「旭川市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を策定し，2027年度までに温室効果
ガス排出量を 2005 年度比 25％削減の目標を掲げ，再生可能エネルギーの利用や省エネルギ
ーの促進，ごみの減量化等の取組を進めてきました。 

2021 年 10 月には，こうした国内外の情勢の変化や，本市における気候変動の影響を踏ま
え，脱炭素社会に向けた更なる取組を促進するため，2050年までに温室効果ガス排出量を実
質ゼロとする「ゼロカーボンシティ旭川」を表明したところです。 
今回の旭川市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の改定では，国や北海道の計画とも整
合した 2030 年度までの新たな目標を設定するとともに，目標を達成するために実施する具
体的な取組を整理することで，市民，事業者，市が一体となり，「ゼロカーボンシティ旭川」
の実現に向けた取組を推進することを目的とします。 

 

 
「ゼロカーボンシティ旭川」 

〜 ２０５０年までに⼆酸化炭素排出量実質ゼロを⽬指して 〜 
 
近年，地球温暖化が原因とされる平均気温の上昇，⼤⾬や台⾵等による被害，農作物や⽣態系への影

響等が世界各地で観測され，本市においてもその影響と考えられる現象が発⽣しています。 
２０１５年１２⽉に採択されたパリ協定では，世界の平均気温の上昇を産業⾰命前に⽐べて２℃より

⼗分下回るよう抑えることとともに，１.５℃までに抑える努⼒を継続することが国際的な⽬標として
掲げられました。 
 また，２０１８年に公表された気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）の特別報告書では，気温
上昇を１.５℃に抑えるためには，２０５０年までに⼆酸化炭素の実質排出量をゼロにすることが必要
とされています。 

我が国も，２０２０年１０⽉に「２０５０年までに温室効果ガス排出を全体としてゼロにする，すな
わちカーボンニュートラル，脱炭素社会の実現を⽬指すこと」を宣⾔しました。 
 こうした国内外の動向を踏まえ，今直⾯する地球温暖化の課題に対し，本市としても，再⽣可能エネ
ルギーの利⽤促進や省エネルギーの強化 ，森林吸収源の最⼤限の活⽤など，積極的な対策が求められ
ています。 

この地球規模の⼤きな課題に対し，⾼い⽬的意識を持って地球温暖化対策に取り組むことを決意し，
今後，「旭川市地球温暖化対策実⾏計画」を⾒直す中で，脱炭素社会に向かう本市の姿を位置付けてま
いります。 

脱炭素と社会が調和しながら取組が進み，安⼼して暮らせる豊かな地球環境を次の世代に引き継いで
いくため，２０５０年までに⼆酸化炭素排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ旭川」の実現を
⽬指すことをここに表明します。 

 
令和 3年１０⽉２２⽇ 

                              旭川市⻑ 今津 寛介 
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  ■コラム SDGs（持続可能な開発目標） 

 
SDGsは，2015年の国連サミットにおいて決定
した，2016年から 2030年までの国際目標です。
持続可能でより良い世界を実現するための 17 の
目標と 169のターゲットで構成されています。こ
の目標の中には，気候変動及びその影響を軽減す
るための緊急対策を講じることや，持続可能な森
林の経営といった地球温暖化対策に関わる目標も
掲げられています。 
地球温暖化対策に取り組むことは SDGsの目標
を達成することにもつながります。 
 

地球温暖化対策に特に関連の深い SDGsの項目 
目標 主なターゲット 

 

【エネルギーをみんなにそしてクリーンに】 
7.1 2030 年までに，安価かつ信頼できる現代的エネルギーサービスへ
の普遍的アクセスを確保する。 

7.2 2030 年までに，世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネ
ルギーの割合を大幅に拡大させる。 

 

【住み続けられるまちづくりを】 
11.6 2030年までに，大気の質及び一般並びにその他の廃棄物の管理に
特別な注意を払うことによるものを含め，都市の一人当たりの環境
上の悪影響を軽減する。 

 

【気候変動に具体的な対策を】 
13.1 すべての国々において，気候関連災害や自然災害に対する強靱性
（レジリエンス）及び適応能力を強化する。 

 

【陸の豊かさも守ろう】 
15.2 2020年までに，あらゆる種類の森林の持続可能な経営の実施を促
進し，森林減少を阻止し，劣化した森林を回復し，世界全体で新規
植林及び再植林を大幅に増加させる。 

 出典：国連広報センター 
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気候変動適応法

気候変動
適応計画

旭川市
総合計画

旭川市
環境基本計画

旭川市気候変動
適応計画

旭川市
環境基本条例

旭川市地球温暖
化対策実行計画

温暖化対策推進法

地球温暖化
対策計画

パリ協定

主
な
関
係
計
画

ゼロカーボン
北海道推進計画

緩和策

北海道気候変動
適応計画

適応策

緩和と適応の
両輪で推進

• 公共施設等総合管理計画
• 地域防災計画
• 強靱化計画
• ごみ処理基本計画
• 森林整備計画

• 緑の基本計画
• 地域公共交通網形成計画
• 自転車活用推進計画

など

区域施策編 事務事業編

第 2章 計画の基本的事項 
１ 計画の位置付け 

本計画は，地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「地球温暖化対策推進法」という。）
第 21条第 3項において，中核市以上の地方公共団体に策定が義務付けられている「地方公共
団体実行計画（区域施策編）」として位置付け，区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガ
ス排出の抑制等を行うための施策を定めるものです。 
国や北海道が示した地球温暖化対策の方針などを踏まえ，本市の自然環境や経済・社会的
条件に応じて，温室効果ガスの排出抑制等を推進するために，計画期間に達成すべき目標，そ
の目標を達成するために実施する施策や取組等について定めます。 
なお，本計画は，市政推進の最上位計画である旭川市総合計画や環境行政に係る施策の方
向性を示す上位計画「環境基本計画」，その他の関連計画との整合・連携を図ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7 計画の位置付け 
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２ 計画の期間 
国の地球温暖化対策計画やゼロカーボン北海道推進計画を踏まえ，本計画の計画期間は，

2024年度から 2030年度までの 7年間とし，基準年度は 2013年度とします。 
なお，計画期間中の社会情勢や国の方針等に変更があった場合は，必要に応じて計画の見
直しを行います。 
 
 
 
 
 

３ 対象とする温室効果ガス 
地球温暖化対策推進法で削減対象となっている次の 7種類を対象とします。 
 

表 3 温室効果ガスの種類 

温室効果ガス 排出源 地球温暖化係数※ 

二酸化炭素（CO₂） 化石燃料の燃焼など 1 

メタン（CH4） 
燃料の燃焼や水田，廃棄物の埋立， 
家畜の腸内発酵など 

25 

一酸化二窒素（N2O） 
燃料の燃焼や下水汚泥の処理， 
家畜の排泄物など 

298 

ハイドロフルオロカーボン類（HFC） エアコンや冷蔵庫の使用など 12～14,800 

パーフルオロカーボン類（PFCs） 半導体の製造プロセスなど 7,390～17,340 

六フッ化硫黄（SF6） 電気の絶縁体など 22,800 

三フッ化窒素（NF3） 半導体の製造プロセスなど 17,200 
※ 地球温暖化係数：二酸化炭素を基準にして，ほかの温室効果ガスがどれだけ温暖化する能力があるか
を表した数字 

  

計画期間 2024（令和６）年度から 2030（令和 12）年度まで 
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第 3章 本市の地域特性 
１ 本市の現況 

（１）気候 

本市は，典型的な内陸型の積雪寒冷気候で，日最高気温の平均が最も高い 8月が 26.6℃，
日最低気温の平均が最も低い 2月が氷点下 11.7℃となっており，その差は 38.4℃に達し，寒
暖差が大きい四季の変化に富んだまちです。1日の中でも 10℃以上の寒暖差があります。 
また，年間の降水量は 1,104.4mm，降雪量は 557cmであり，盆地と積雪寒冷地の気候を
併せ持っていることが特徴です。 
 

出典：旭川地方気象台データから作成  

図 8 月別平年値（1991年～2020年の平年値）（日照時間・気温） 
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⽇最⾼気温(℃) -3.3 -1.7 3.0 11.2 18.8 22.8 26.2 26.6 21.9 14.9 6.2 -0.8

⽇最低気温(℃) -11.7 -11.8 -6.1 0.2 6.1 12.0 16.4 16.9 11.7 4.4 -1.5 -8.0
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出典：旭川地方気象台データから作成     

図 9 月別平年値（1991年～2020年の平年値）（降水量） 
 
 

出典：旭川地方気象台データから作成     

図 10 月別平年値（1991年～2020年の平年値）（降雪量） 
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（２）土地利用 

市域面積 747.66平方キロメートルのうち，山林，田，畑，原野等の自然的な土地利用が 80％
以上を占め，宅地が占める割合は 8％程度となっています。 

 

出典：旭川市環境白書(令和 4年度版)から作成        

図 11 土地利用の状況 
 
 

出典：旭川市ウェブサイトから作成 

図 12 都市計画区域の面積 
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宅地 58.78
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79.57 
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（３）人口 

本市の人口は，1986 年の 365,311 人をピークに減少傾向が続き，2022 年は，325,039 人
となっており，将来的にも減少傾向が続くことが予測されています。 

 

 
出典：令和４年度版旭川市統計書から作成 

図 13 人口推移（1981年～2022年） 
 

出典：旭川市人口ビジョン【改定版】 

図 14 将来人口展望（2015年～2060年） 
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（４）産業 

本市の産業は，我が国の食糧供給に重要な役割を担う稲作などの農業や食料品，紙パルプ
などの製造業，旭川家具をはじめとした木工，機械金属などのものづくり産業が集積してい
るほか，北北海道の交通・物流の拠点として卸・小売業，サービス業などが発展しています。 
産業別の就業者数の割合は，第 1 次産業が 2.6％，第 2 次産業が 16.6％，第 3 次産業が

78.6％となっています。 
 

出典：令和 2年国勢調査から作成 
図 15 産業別就業者数の割合 

 

 
出典：2020年工業統計調査から作成 

図 16 業種別製品出荷額  
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21 

（５）交通 

本市の自動車登録台数（軽自動車を除く。）は，2017 年度から 2021 年度まで約 16 万台
と，概ね横ばいの傾向です。内訳は，乗用車の割合が最も高く約 8割を占めています。 
軽自動車は，2019年度以降台数集計がありませんが，以前の傾向から約 8万台程度で推移
しています。 
市民の日常的な移動手段としては，自動車の利用が最も多く，通勤で約 6 割を占めます。
鉄道や路線バスといった公共交通機関の利用は 1割から 2割程度にとどまっていますが，通
学にあっては，冬期の公共交通機関の利用が約 4割を占めています。 

 
出典：令和 4年度旭川市統計情報，北海道運輸局保有車両数年報から作成 

図 17 自動車登録台数の推移 
 

 
出典：旭川市地域公共交通網形成計画 

図 18 目的別の移動手段  

乗 ⽤, 120,860 

特種（殊）, 7,687 

⼩型⼆輪, 4,587 

乗 合, 677 
貨 物, 23,283 

軽⾃動⾞, 
82,196(※)

0

40,000

80,000

120,000

160,000

200,000

240,000

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

⾃
動
⾞
保
有
台
数

(台)

乗 ⽤ 特種（殊） ⼩型⼆輪 乗 合 貨 物 軽⾃動⾞
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２ 本市における気候変動の影響 

（１）気温の変化 

気候変動の影響は本市においても確認されており，日平均気温がおよそ 2.7℃上昇し，夏日
が 20日増加している一方，冬日は 37日減少しています（1889年~1898年と 2013年~2022
年の平均値の比較）。 

 

出典：旭川地方気象台データから作成 
図 19 年平均気温推移（1889年から 2022年） 

 

 
出典：旭川地方気象台データから作成 

図 20 夏日・冬日の日数推移（1889年から 2022年）  
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（２）降水量・降雪量の変化 

年降水量は，過去 100 年当たり約 22mm 増加しています（1889~1898 年の平均値と
2013~2022年の平均値の比較）。 
一方，年降雪量は 90cm減少（1954~1963年の平均値と 2013~2022年の平均値の比較）
しています。 

 

出典：旭川地方気象台データから作成 

図 21 年降水量推移（1889年から 2022年） 
 

出典：旭川地方気象台データから作成       

図 22 年降雪量推移（1954年から 2022年）  
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３ 再生可能エネルギーの導入状況 

（１）再生可能エネルギーの導入容量 

本市における再生可能エネルギーの固定価格買取制度（以下「FIT」という。）を活用した
発電設備の導入容量は，2021年度時点で 20,605kWとなっています。内訳は，太陽光発電設
備（10kW以上）が 7,753kW，太陽光発電設備（10kW未満）が 12,851kWとなっており，ど
ちらも増加傾向にあります。 

 
表 4 再生可能エネルギー設備容量の導入状況 

（単位：kW） 

再生可能 
エネルギー設備 

再生可能エネルギー設備容量の導入状況 
2017 
年度 

2018 
年度 

2019 
年度 

2020 
年度 

2021 
年度 

太陽光発電 
（10kW未満） 

5,724  6,139  6,650  7,051  7,753  

太陽光発電 
（10kW以上） 

12,261  12,402  12,560  12,648  12,851  

合計 17,985  18,541  19,210  19,699  20,605  
※単位未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。 

出典：自治体排出量カルテ（環境省）から作成 
 

 
出典：自治体排出量カルテ（環境省）から作成   

図 23 再生可能エネルギー設備容量の導入状況の経年変化 
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（２）再生可能エネルギーによる発電電力量 

本市における再生可能エネルギーの発電電力量は，2021年度で 26,304MWhとなっていま
す。内訳は，太陽光発電設備（10kW以上）が 16,999kW，太陽光発電設備（10kW未満）が
9,305kW となっており，前項の導入容量の増加に比例して，発電電力量も増加傾向にありま
す。 

 
表 5 再生可能エネルギーによる発電電力量 

（単位：MWh） 

再生可能 
エネルギー設備 

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 

太陽光発電 
（10kW未満） 

6,870 7,368 7,981 8,463 9,305 

太陽光発電 
（10kW以上） 

16,218 16,405 16,613 16,730 16,999 

合計 23,088 23,772 24,595 25,192 26,304 
市の電気使用量 1,731,771 1,729,356 1,729,422 1,685,573 1,685,573 
対消費電力 FIT導入 1.3% 1.4% 1.4% 1.5% 1.6% 

出典：自治体排出量カルテ（環境省）から作成 
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第 4章 温室効果ガス排出量の状況 
１ 温室効果ガス排出量の推計方法 

地球温暖化対策を進める上で，本市における温室効果ガスの排出状況や傾向を把握する必
要があります。本計画では，「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル
（算定手法編）（Ver1.1）」（令和 3年 3月環境省）（以下「算定マニュアル」という。）に
示された算定方法を基本として推計します。 
 

２ 温室効果ガス排出量の状況 

（１）温室効果ガス排出量の状況 

本市の 2019年度の温室効果ガス排出量は 3,098千 t-CO2であり，本計画の基準年度 3,489
千 t-CO2からやや減少傾向にあり，11％の減少となっています。前計画の基準年度である2005
年度の排出量 2,911千 t-CO2と比較して 6％増加していますが，この主な要因は，2011年 3
月に発生した東日本大震災を契機として，火力発電所の稼働が増加し，電力排出係数（1kWh
の電気を供給するためにどのくらい二酸化炭素を排出したかを示す指標）が増加したことに
よるものです。 
温室効果ガスの種類別にみると二酸化炭素の排出量が全体の 90%以上を占めており，市民
一人当たりの排出量は，全国と比較してやや少ない状況です。 

 

 
図 24 温室効果ガス排出量の推移  
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図 25 温室効果ガス排出量の内訳 
 

図 26 一人当たりの温室効果ガス排出量の推移（全国値との比較） 
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（２）二酸化炭素排出量の状況 

本市の温室効果ガス排出量の 90%以上を占める二酸化炭素について，部門別の内訳を見る
と，一般家庭からの排出である民生家庭部門が最も多く，そのほか，主に事業者からの排出で
ある民生業務部門及び産業部門，自動車や交通機関などの運輸部門を合わせた計 4 部門が本
市の二酸化炭素排出量の大宗を占めています。 
また，全国の構成比と比較すると，産業部門が少なく，その分，民生家庭部門や民生業務部
門の割合が高くなっています。 
 

図 27 二酸化炭素排出量の部門別内訳（2019年度） 
 

表 6 各部門の主な内容 
産業部門 主に第一次産業及び第二次産業の工場や事業所内における産業活動に伴い

排出された二酸化炭素 
工場・事業所の外部での排出は運輸部門などに計上される。 

民生家庭部門 主に一般住宅内の生活に伴い排出された二酸化炭素 
自家用車や公共交通機関の利用などに伴う二酸化炭素は，運輸部門に計上さ
れる。 

民生業務部門 主に第三次産業の事業所内における事業活動に伴い排出された二酸化炭素 
事業所の外部での排出は運輸部門などに計上する。 

運輸部門 主に企業や一般住宅の外部でヒト・モノの輸送・運搬に伴い排出された二酸
化炭素 

廃棄物部門 廃棄物の焼却及び埋立，下水処理に伴い排出された二酸化炭素 
エネルギー 
転換部門 

電気事業者，ガス事業者，熱供給事業者の事業活動（発電，ガス製造など）
に伴い排出された二酸化炭素 
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図 28 二酸化炭素排出量の部門別推移（2005年度～2019年度） 

 
 

図 29 二酸化炭素排出量の部門別での全国との比較（2019年度） 
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（３）部門別二酸化炭素排出状況の要因分析 

ア 産業部門 

産業部門の排出量は，2010年度から 2013年度にかけて増加し，2016年度以降は減少して
います。2019年度の二酸化炭素排出量は 689千 t-CO₂で，基準年度の 2013年度に比べ 10％
減少しました。 

2012 年度にかけての二酸化炭素排出量の増加については，2011 年 3 月に発生した東日本
大震災を契機として，火力発電所の稼働が増加し，電力排出係数が増加したことが主な要因
です。また，2013年度の二酸化炭素排出量の増加については，同時期に製造品出荷額の増加
が確認されることから，市内製造業における活動量の増加が主な要因と考えられます。2016
年度以降，全体の製造品出荷額は増加している中で二酸化炭素が減少していることから，電
力排出係数の減少及び事業者による省エネ対策が進められたものと推察できます。 
部門全体に対してアプローチしながら，特に大きな割合を占める製造業において，省エネ
ルギー対策や再生可能エネルギーの導入を推進していくことが肝要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 30 産業部門の二酸化炭素排出量推移 
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図 31 製造業の二酸化炭素排出量と製造品出荷額の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 32 産業部門の二酸化炭素排出量の内訳（2019年度） 
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イ 民生家庭部門 

民生家庭部門の二酸化炭素排出量の内訳を見ると，電気と灯油の使用による排出量が多く，
合わせて全体の 80%以上を占めています。 
二酸化炭素排出量は，2010年度から 2012年度にかけて増加し，2016年度以降は減少して
います。2019年度の二酸化炭素排出量は，862千 t-CO₂で，2013年度に比べ 7％減少しまし
た。 

2005年度から 2019年度までエネルギー使用量の推移については，大きな変化がなく，2012
年度にかけての二酸化炭素排出量の増加及び 2016 年度以降の二酸化炭素排出量の減少につ
いては，電力排出係数の増減が主な要因になっています。 
民生家庭部門は，本市の二酸化炭素排出量において最も排出量が多く，また全国及び北海
道の構成比と比べても民生家庭部門の排出量は多くなっています。電力排出係数の増減も影
響し，2016年度以降減少傾向にありますが，省エネルギーや再生可能エネルギーの普及・促
進により，二酸化炭素排出量の削減を進めていくことが肝要です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 33 民生家庭部門のエネルギー種別二酸化炭素排出量の推移 
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図 34 民生家庭部門の二酸化炭素排出量とエネルギー使用量の推移 
 

 

図 35 民生家庭部門の二酸化炭素排出量と電力排出係数 
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ウ 民生業務部門 

民生業務部門の二酸化炭素排出量は，2010年度から 2012年度にかけて増加し，2012年度
以降は減少傾向にあります。2019年度の二酸化炭素排出量は，631千 t-CO₂で，2013年度に
比べ 30％減少しました。 
二酸化炭素排出量の内訳は，電力の使用による排出量が 80%を占めており，二酸化炭素の
総排出量は，電力排出係数の増減が大きく影響しています。 
民生業務部門のうち，電気使用量の全体に占める割合が大きいため，事業者と協力して省
エネルギーや再生可能エネルギーの普及・促進に取り組み，二酸化炭素排出量を削減するこ
とが肝要です。 

 

 
図 36 民生業務部門の二酸化炭素排出量と電力排出係数 
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図 37 民生業務部門の二酸化炭素排出量とエネルギー消費量の推移 
 
 

 
図 38 民生業務部門のエネルギー種別二酸化炭素排出量割合（2019年度） 
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エ 運輸部門 

運輸部門の二酸化炭素排出量は，自動車からの排出量が大宗を占めており，2011年度まで
微減，2012年度以降は横ばいで推移しています。2019年度の二酸化炭素排出量は，589千 t-
CO₂で，2013年度に比べ 3％減少しました。 
しかし，広大な面積を有する北海道において，自動車の利用は避けられません。二酸化炭素
排出量の削減に向け，公共交通を軸とした利便性の高い交通体系の充実，交通結節機能の強
化，自動車の省エネ化，次世代自動車の普及・促進などに取り組んでいく必要があります。 

 

 
図 39 運輸部門の二酸化炭素排出量の推移 

 

 
図 40 運輸部門の燃料種別二酸化炭素排出量  
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オ 廃棄物部門 

廃棄物部門の二酸化炭素排出量は，「一般廃棄物のうちプラスチックごみ及び合成繊維の
焼却」，「産業廃棄物中の廃油，合成繊維，廃ゴムタイヤ及び廃プラスチック類の焼却」及び
「廃棄物燃料の使用」に伴い排出されます。 
このうち，「廃棄物燃料の使用」は，本市内のパルプ・紙・紙加工品製造業において，廃棄
物を化石燃料の代替として利用しているものであり，一定量の使用が確認されたため，2012
年度から二酸化炭素排出量の算定を開始したところです。 
これにより，二酸化炭素排出量は 2012年に増加しましたが，概ね横ばいの傾向で推移して
おり，2019年度の二酸化炭素排出量は，39千 t-CO₂で，2013年度と比べて一般廃棄物の焼
却及び廃棄物燃料の使用による排出量がそれぞれ増加し，総排出量は 22％増加しました。 
廃棄物部門では，廃棄物燃料の燃焼に伴う排出がやや上昇傾向にありますが，廃棄物の原
燃料使用等は，資源循環型社会を形成する上でも重要な役割を担っている側面も有していま
す。廃棄物の焼却による二酸化炭素排出量は，廃棄物中に含まれるプラスチックごみによる
影響が大きいため，廃棄物の減量を推進するとともに，特にプラスチック類については，プラ
スチックに係る資源循環の促進等に関する法律（令和 4年法律第 60号）（以下「プラスチッ
ク資源循環法」という。）に基づく資源循環を促進していくことが必要です。 

 

 
図 41 廃棄物部門の二酸化炭素排出量  
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図 42 一般廃棄物焼却量とこれに含まれる廃プラスチック量 
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第 5章 温室効果ガス排出量の削減目標及び将来推計 
第 4章「温室効果ガス排出量の状況」では，2005年度から 2019年度までの温室効果ガス
排出量を示しました。本章では，国内外の動向等を踏まえて，温室効果ガス排出量の削減目標
を設定するとともに，将来的に見込まれる温室効果ガス排出量の状況を考慮するために，今
後追加的な対策を見込まないまま推移した場合に当たる現状趨勢ケースの温室効果ガス排出
量（以下「BAU排出量」という。）を算定します。 

 

１ 削減目標 
本計画における温室効果ガスの削減目標は，ゼロカーボン北海道推進計画における削減目
標を踏まえて，次のとおり設定します。 
また，長期的には，今後の地球温暖化対策に係る取組の拡大，今後の技術革新を見込みつ
つ，国内外の動向を踏まえ，2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロとする「ゼロカー
ボンシティ旭川」の実現を目指します。 
 
 

（１）中期目標（2030年度） 

 
 
 

（２）長期目標（2050年度） 

  

温室効果ガス排出量を 2013年度比 48％削減 
                （▲1,675千 t-CO2） 

2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロ 
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２ 温室効果ガス排出量の将来推計（BAU排出量） 

（１）算定式 

BAU排出量は，次の算定式により推計しました。なお，将来推計の対象年度は，中期目標
年度（2030年度）及び長期目標年度（2050年度）としました。 

 

現状趨勢排出量 ＝ 直近年度の温室効果ガス排出量 × 活動量変化率 
 
 

2030年度及び 2050年度 
の想定活動量 
直近年度の活動量 
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（２）将来推計で設定した活動量の推計方法 

部門別に設定した活動量の項目は下表のとおりです。人口は旭川市人口ビジョン【改訂版】
（以下「人口ビジョン」という。）における将来推計人口等をもとに設定し，他の項目につい
ては，基準年度（2013年度）から直近年度（2019年度）までの実績値をもとにトレンド法に
より算出しました。その他ガスに係る活動量は人口ビジョンをもとに設定しました。 

 
表 7 将来推計で設定した活動量の項目 

部門 活動量項目 

二
酸
化
炭
素 

産業部門 

製造業 製造品出荷額 

建設業（鉱業含む） 従業者数 

農林水産業 従業者数 

民生家庭部門 人口（人口ビジョンにおけるパターン①推計人口） 

民生業務部門 延床面積 

運輸部門 
自動車 自動車保有台数 

鉄道 総営業キロ 

エネルギー転換部門 エネルギー使用量 

廃棄物部門 

一般廃棄物 一般廃棄物焼却量 

産業廃棄物 産業廃棄物焼却量（産廃+排水処理） 

廃棄物燃料 廃棄物燃料使用量 
そ
の
他
ガ
ス 
メタン 人口（人口ビジョンにおけるパターン①推計人口） 

一酸化二窒素 人口（人口ビジョンにおけるパターン①推計人口） 

フロン類 人口（人口ビジョンにおけるパターン①推計人口） 
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（３）活動量の推計結果 

本市の 2030年度及び 2050年度の活動量の推計値と活動量変化率は次のとおりです。 
 

表 8 活動量変化率の推移 

部⾨ 活動量 
項⽬ 

活動量 

基準年度
(2013 年度) 

直近年度
(2019 年度)

（a） 

将来推計値 
(2030 年度) 

（b） 

 
将来推計値 
(2050 年度) 

（c） 

 
活動量 
変化率 

（b/a） 

活動量 
変化率 
（c/a） 

⼆
酸
化
炭
素 

産
業
部
⾨ 

製造業 
製造品 
出荷額 
（万円） 

18,370,112 21,975,435 22,157,172 101% 22,358,275 102% 

建設業
(鉱業含
む) 

従業者数
（⼈） 11,562 11,661 11,661 100％

(※) 11,661 100％
(※) 

農林 
⽔産業 

従業者数
（⼈） 659 725 725 100％

(※) 725 100％
(※) 

⺠⽣ 
家庭部⾨ 

⼈⼝
（⼈） 349,316 334,696 297,449 89% 217,427 65% 

⺠⽣ 
業務部⾨ 

延床⾯積
（㎡） 3,341,711 3,342,156 3,388,167 101% 3,408,316 102% 

運
輸
部
⾨ 

⾃動⾞ 
⾃動⾞ 
保有台数
（台） 

236,023 238,880 240,745 101% 241,707 101% 

鉄道 総営業キ
ロ（㎞） 60 60 60 100％

(※) 60 100％
(※) 

エネルギー 
転換部⾨ 

エネルギ
ー使⽤量
（GJ） 

24,321 25,576 25,576 100％
(※) 25,576 100％

(※) 

廃
棄
物
部
⾨ 

⼀般 
廃棄物 

⼀般廃棄
物焼却量
（ｔ） 

79,106 70,156 67,406 96% 65,158 93% 

産業 
廃棄物 

産業廃棄
物焼却量
（ｔ） 

5,567 5,039 5,095 101% 4,777 95% 

廃棄物 
燃料 

廃棄物燃
料使⽤量
（ｔ） 

6,700 10,575 10,575 100％
(※) 10,575 100％

(※) 

メタン ⼈⼝
（⼈） 349,316 334,696 297,449 89% 217,427 65% 

⼀酸化⼆窒素 ⼈⼝
（⼈） 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

フロン類 ⼈⼝
（⼈） 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

(※)トレンド推計の結果，決定係数が低かったため，現状維持とした。   
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（４）温室効果ガス排出量の将来推計結果 

推計の結果，本市の 2030 年度における BAU 排出量は，2,989 千 t-CO₂となり，基準年度
である 2013年度と比較して，500千 t-CO₂（14％）削減される見込みとなりました。 

 
表 9 BAU排出量の推計結果 

部⾨ 

温室効果ガス排出量（t-CO₂） 

増減量 
（c=b-a) 

増減率 
(c/a) 

北海道⽬標 
(2030 年度) 

基準年度 
(2013 年度) 

(a) 
直近年度 

(2019 年度) 
将来推計 

(2030 年度) 
(b) 

将来推計 
(2050 年度)  

 
 

⼆
酸
化
炭
素 

産業部⾨ 767 689 694 700 ▲ 73 ▲ 9% ▲31%  
 製造業 705 629 634 640 ▲ 71 ▲ 10% ―  

 建設業 
（鉱業含む) 53 32 32 32 ▲ 20 ▲ 39% ―  

 農林⽔産業 10 28 28 28 18 193% ―  

⺠⽣家庭部⾨ 927 862 766 560 ▲ 161 ▲ 17% ▲47%  

⺠⽣業務部⾨ 902 631 640 644 ▲ 262 ▲ 29% ▲43%  

運輸部⾨ 609 589 593 595 ▲ 16 ▲ 3% ▲28%  

 ⾃動⾞ 603 583 588 590 ▲ 15 ▲ 3% ―  

 鉄道 6 5 5 5 ▲ 0 ▲ 5% ―  

エネルギー 
転換部⾨ 1 1 1 1 ▲ 0 ▲ 2% ▲31%  

廃棄物部⾨ 32 39 39 38 7 20% ▲11%  

そ
の
他
ガ
ス 

 250 287 255 187 5 2% ―  
メタン 75 55 48 35 ▲ 27 ▲ 35% ▲10%  

⼀酸化⼆窒素 81 87 77 56 ▲ 4 ▲ 5% ▲16%  

フロン類 94 146 130 95 36 38% ▲44%  

合計 3,489 3,098 2,989 2,725 ▲ 500 ▲ 14% ▲48%  
※単位未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。 
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図 43 BAU排出量（総排出量） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 44 BAU排出量（部門別） 
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第６章 削減目標の達成に向けた取組 
１ 取組の考え方 

地球温暖化対策への積極的な取組により，削減目標の達成と併せ，経済，社会，環境が抱え
る地域課題を同時解決する「環境と経済の好循環」を目指し，既存の地域の枠組みのほか，よ
り広い範囲での連携や協力のもとで取組を推進します。 

 
¡ 地球温暖化対策推進法において，全ての者が積極的に人類共通の課題である地球温暖化

対策に取り組むことが重要とされていることを踏まえ，市民，事業者，行政などのあら
ゆる主体が地球温暖化及び地球温暖化に起因する気候変動問題の現状と将来を把握し，
それぞれが率先して取組を進めます。 

¡ 省エネルギーの徹底を推進し，今使っている・存在するエネルギーの効率的な利用や資
源の有効利用を図ります。 

¡ 再生可能エネルギーは，地球温暖化対策のみならず，エネルギー安全保障にも寄与する
国産のエネルギー源であることから，本市の特性に応じた最適な再生可能エネルギーの
導入を推進します。 

¡ 都市のコンパクト化や公共交通網の再構築，循環型社会の形成などを通じた脱炭素型の
都市・地域づくりについて，関係計画と連携しながら推進します。 

¡ 森林や都市緑地が二酸化炭素吸収源として適切に機能するために，関係計画と連携しな
がら森林管理や都市緑化を推進します。 

¡ 取組の効率的な実施，効果の最大限化等のため，市民，事業者のほか，国や北海道，周
辺市町村，関係機関などと連携・協働を図りながら取組を推進します。 

¡ 地球温暖化対策は，温室効果ガス排出量の削減だけでなく，防災，福祉など様々な分野
においてメリットがあります。取組の推進に当たっては，分野・業種横断的に推進して
複合的な効果を得ることで，本市の持続的な発展に寄与します。 
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２ 取組の基本方針 
前述の考え方を踏まえ，次の 4 項目を基本方針として取組を推進し，「世界の環境に貢献
するサステナブルデザイン都市 旭川」の実現を目指します。 

 

  

基本方針1

家庭及び事業者における
脱炭素行動の促進

基本方針2

再生可能
エネルギー
の導入拡大

基本方針3

脱炭素型
まちづくりの推進

基本方針4

二酸化炭素
吸収源の
確保

世界の環境に貢献する
サステナブルデザイン都市 旭川
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３ 取組の内容 

（１）基本方針１ 家庭及び事業者における脱炭素行動の促進 

ア 家庭及び事業者の意識改革・行動変容の促進 

¡ 地球温暖化に起因する気候変動問題の現状や将来の理解を促進するとともに，自らが
率先して脱炭素行動に取り組める環境整備（エネルギー使用量や具体的な取組内容，
先進的な技術などの見える化）を推進します。 

¡ 自らの負担にならない範囲で実施できる行動から取組を始め，取組を広げていけるよ
う行動科学の理論（ナッジ等）に基づく行動・選択等を後押しします。 

¡ 国が進める「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る運動」（愛称：デコ活）へ
の賛同及び実践を促進します。 

¡ 観光旅行，余暇活動，ビジネスなどの目的で一時的に滞在する旅行者等に対して，滞
在期間中の活動や移動等に係る温室効果ガスの排出抑制について啓発活動を推進し
ます。 

¡ これらの取組の実施に当たっては，幅広い年代への促進を図るため，国や北海道，事
業者のほか，旭川グリーンアンバサダーなどと連携・協働し，効果的な情報発信を行
います。 

 

イ 脱炭素型ライフスタイル・ビジネススタイルの普及・促進 

¡ クールビズ，ウォームビズを徹底するとともに，あらゆる世代が快適に働ける「オフ
ィス服装改革」を促進します。 

¡ 自動車依存型のライフスタイル・ビジネススタイルを見直し，バスや鉄道など公共交
通の利用や自転車・徒歩による移動への転換を関係計画と連携しながら促進します。 

¡ 自動車を利用する場合は，加速・減速の少ない運転，アイドリングの最小化，適切な
エアコン利用，適正な点検・整備などによるエコドライブを促進します。 

¡ シェアリングサービス等の利用によるモノを所有しない生活など，環境に優しいサー
ビスや製品の利用を促進します。 

¡ 使いきりのプラスチック製品はできるだけ使用しない，正しく処分する等の「プラス
チックとの賢い付き合い方」について，関係計画と連携しながら，より一層の実践を
促します。 

¡ バイオマスを原料とするプラスチックの利用を促進することを通じて，化石燃料由来
の温室効果ガス排出量の排出を抑制するとともに，プラスチックを代替する素材に関
する情報発信や普及啓発に関係計画と連携しながら取り組みます。 
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¡ 食品廃棄物等のうち，本来食べることができるにもかかわらず捨てられてしまう「食
品ロス」を削減することは，生産や輸送，さらには処分段階などでのエネルギー削減
にもつながるため，消費者や食品関連事業者，関係機関・団体等との協働のもと，関
係計画と連携しながら取組を推進します。 

¡ 関係主体との連携により，フロン類の適正管理の徹底やノンフロン機器の導入などを
促進します。 

 

ウ 脱炭素経営の導入促進 

¡ 脱炭素化を企業経営に取り込む動き（脱炭素経営）が世界的に進展し，また，脱炭素
化を目指してサプライチェーンの取引先を選別する動きも加速していることから，リ
スクの回避と新たな機会の獲得を図るため，気候変動に対応した経営戦略の開示や脱
炭素に向けた目標設定など，事業者による積極的な脱炭素経営の取組を促進します。 

¡ また，事業者が利益の追求と環境への配慮を両立したビジネスに取り組み，脱炭素化
を求める需要家から取引先として選ばれるよう，必要な情報の提供などを行います。 

¡ 環境・経済・社会の統合的な向上やイノベーションの創出を目指し，事業者の気候変
動対策に資する取組やイノベーションの見える化を図ることで，投資家や金融機関の
積極的な姿勢を醸成するなど，資金循環の拡大を推進します。 

¡ 環境と経済が好循環するグリーン社会の実現に向け，本市の特徴や優位性を活かした
イノベーションの実現・展開，ESG投資の普及拡大に取り組むとともに，脱炭素ビジ
ネスの創出を図ります。 
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エ 住宅，オフィス，工場等の省エネ化の促進 

¡ 住宅で使用する家電製品やオフィス，工場で使用する設備等について，省エネルギー
につながる使い方やメンテナンス方法，トップランナー制度による機器の省エネ性能
の向上などの情報を提供します。 

¡ また，省エネルギー設備の導入や既存建物の省エネルギー改修による効果など，先進
事例の紹介などを通じて，より高効率な設備や機器の導入を促進します。 

¡ 需給一体型の分散型エネルギーリソースとして活用可能な潜熱回収型給湯器や高効
率ヒートポンプ，コージェネレーションなど高効率な熱利用設備の普及を促進します。 

¡ 省エネルギー設備や各設備の効率的な制御やエネルギー使用の見える化が可能とな
る HEMS（家庭エネルギー管理システム），BEMS（ビルエネルギー管理システム），
FEMS（工場エネルギー管理システム）などのエネルギーマネジメントシステムの普
及を促進します。 

¡ より効率的・効果的な省エネルギーに資する実践や改善・改修を行うため，家庭向け
の家庭エコ診断の活用，事業者向けの省エネルギー診断等の活用を関係機関や経済団
体等と連携しながら促進します。 

¡ 国や北海道の支援制度などに関する情報を本市ホームページや SNSで発信します。 
 

オ 地産地消の推進 

¡ 原材料や製品の輸送に係る温室効果ガスの排出抑制を図るため，市内又は道内で生
産･加工された農林水産物等の消費を推進します。 

¡ 需要家が所有する太陽光発電などの再生可能エネルギー設備や蓄電池などの複数の
エネルギーリソースを効果的に活用した自家消費や，自家消費されずに余った電力を，
電気自動車や他の需要家へ融通するなどといったエネルギーの地産地消，無駄なく効
率的に利用する取組の普及に取り組みます。 

 

カ 人材の育成 

¡ 各事業者において，エネルギーの使用状況を踏まえた省エネルギー設備の適切な運用
が図られるよう，各事業者におけるエネルギー管理のノウハウの蓄積や専門人材の育
成を促進します。 

¡ 専門人材の育成が難しい事業者に対しては，関係機関と連携して専門家がアドバイス
を行います。 

¡ 地域として，気候変動問題や脱炭素行動を含めた地球温暖化対策に関する学習・教育
機会の創出に取り組み，次世代を担う人材の育成に努めます。 
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¡ 市民一人ひとりが具体的対策・適応策をイメージできるように，行政，学校，事業者，
地域社会などが主体となって取り組むさまざまな学習の場において，本市の特性を踏
まえた持続可能な未来づくりや地球温暖化対策に関する研修など人材育成に関する
取組を進めるとともに，学習・教育機会の創出や充実に取り組みます。 

 

キ 市の率先した取組 

¡ 市民や事業者等への取組を促進するに当たっては，「まず隗から始めよ」の精神から
市が実施する事務及び事業に関して，地球温暖化対策推進法第 21条の規定による「地
球温暖化対策実行計画（事務事業編）」に基づき，率先的な脱炭素行動を実施し，市
民・事業者の模範となります。 

¡ 国や北海道が組織するプラットフォームなどに参画し，脱炭素に関する知見を積極的
に吸収し，市民や事業者に広く展開します。 
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◯地球温暖化対策推進法（抄） 
（目的） 
第一条 この法律は，地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり，気候系に対し
て危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化さ
せ地球温暖化を防止することが人類共通の課題であり，全ての者が自主的かつ積極的にこの課題に
取り組むことが重要であることに鑑み，地球温暖化対策に関し，地球温暖化対策計画を策定すると
ともに，社会経済活動その他の活動による温室効果ガスの排出の量の削減等を促進するための措置
を講ずること等により，地球温暖化対策の推進を図り，もって現在及び将来の国民の健康で文化的
な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。 
（地方公共団体の責務） 
第四条 地方公共団体は，その区域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の量の削減等の
ための施策を推進するものとする。 
２ 地方公共団体は，自らの事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置を講
ずるとともに，その区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の量の削減等に関して行う活動の
促進を図るため，前項に規定する施策に関する情報の提供その他の措置を講ずるように努めるもの
とする。 
（事業者の責務） 
第五条 事業者は，その事業活動に関し，温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置（他の者の温
室効果ガスの排出の量の削減等に寄与するための措置を含む。）を講ずるように努めるとともに，国
及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の量の削減等のための施策に協力しなければなら
ない。 
（国民の責務） 
第六条 国民は，その日常生活に関し，温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置を講ずるよう
に努めるとともに，国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の量の削減等のための施策
に協力しなければならない。 
（事業活動に伴う排出削減等） 
第二十三条 事業者は，事業の用に供する設備について，温室効果ガスの排出の量の削減等のための
技術の進歩その他の事業活動を取り巻く状況の変化に応じ，温室効果ガスの排出の量の削減等に資
するものを選択するとともに，できる限り温室効果ガスの排出の量を少なくする方法で使用するよ
う努めなければならない。 
（日常生活における排出削減への寄与） 
第二十四条 事業者は，国民が日常生活において利用する製品又は役務（以下「日常生活用製品等」と
いう。）の製造，輸入若しくは販売又は提供（以下この条において「製造等」という。）を行うに当
たっては，その利用に伴う温室効果ガスの排出の量がより少ないものの製造等を行うとともに，当
該日常生活用製品等の利用に伴う温室効果ガスの排出に関する正確かつ適切な情報の提供を行うよ
う努めなければならない。 
２ 日常生活用製品等の製造等を行う事業者は，前項に規定する情報の提供を行うに当たっては，必
要に応じ，日常生活における利用に伴って温室効果ガスの排出がされる製品又は役務について当該
排出の量に関する情報の収集及び提供を行う団体その他の国民の日常生活に関する温室効果ガスの
排出の量の削減のための措置の実施を支援する役務の提供を行う者の協力を得つつ，効果的にこれ
を行うよう努めるものとする。 
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■コラム（ゼロカーボンアクション 30） 
 
環境省が推進する脱炭素化に向けて一人ひとりができること（暮らしを脱炭素化するアクショ
ン）を一覧化したものです。アクションを起こすことで，衣食住，移動，買い物などの日々のラ
イフスタイルの脱炭素化だけでなく，健康や快適，おトクといったメリットもあります。 
ゼロカーボンアクション 30 の中には，気付かないうちに皆さんが行っているアクションもあ
るかもしれません。まずは，具体的にどんなアクションがあるのか御覧いただき，簡単に始めら
れるアクションから取り組んでみましょう。 

 

（出典：環境省ウェブサイト） 

 
  

脱炭素型の製品・サービスの選択
個⼈のESG投資

今持っている服を⻑く⼤切に着る
⻑く着られる服をじっくり選ぶ
環境に配慮した服を選ぶ

脱炭素社会の実現には、⼀⼈ひとりのライフスタイルの転換が重要です。
「ゼロカーボンアクション30」にできるところから取り組んでみましょう！

令和4年度2⽉更新

太陽光パネルの設置
ZEH（ゼッチ）
省エネリフォーム
窓や壁等の断熱リフォーム
蓄電池（⾞載の蓄電池）
・省エネ給湯器の導⼊・設置
暮らしに⽊を取り⼊れる
分譲も賃貸も省エネ物件を選択
働き⽅の⼯夫

スマートムーブ
ゼロカーボン・ドライブ

⾷事を⾷べ残さない
⾷材の買い物や保存等での⾷品
ロス削減の⼯夫
旬の⾷材、地元の⾷材で
つくった菜⾷を取り⼊れた
健康な⾷⽣活
⾃宅でコンポスト

植林やゴミ拾い等の活動

使い捨てプラスチックの使⽤を
なるべく減らす。マイバッグ、
マイボトル等を使う
修理や修繕をする
フリマ・シェアリング
ゴミの分別処理

再エネ電気への切り替え
クールビズ・ウォームビズ
節電
節⽔
省エネ家電の導⼊
宅配サービスをできるだけ⼀回
で受け取ろう
消費エネルギーの⾒える化
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■コラム（デコ活） 
  
「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」の愛称で，二酸化炭素(CO2)を減ら
す(DE)脱炭素(Decarbonization)と，環境に良いエコ(Eco)を含む「デコ」と活動・生活を組み合
わせた新しい言葉です。 
国，自治体，企業，団体，消費者等の主体が， 国民・消費者の新しい暮らしを後押しするた
め，脱炭素につながる新たな豊かな暮らしの全体像を知り，触れ，体験・体感してもらう様々な
機会・場をアナログ・デジタル問わず提供しています。 
デコ活は，企業，団体，自治体，個人など様々な主体が宣言できます。デコ活宣言して，日々
のデコ活に取り組みましょう。 
 

出典：環境省ウェブサイト 
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（２）基本方針２ 再生可能エネルギーの導入拡大 

ア 地域資源を活かした再生可能エネルギーの導入促進 

¡ 本市の特性を活かした再生可能エネルギー（太陽光，バイオマス（木質系，農業系），
地中熱，雪氷冷熱など）の創出に取り組みます。 

¡ 地域の未利用資源等を活用した再生可能エネルギーシステムの構築や施設整備を促
進するとともに，関連技術の研究開発，普及啓発などを進めます。 

¡ 需要家が所有する太陽光発電などの再生可能エネルギー設備や蓄電池などの複数の
エネルギーリソースを効果的に活用した自家消費のほか，自家消費されずに余った電
力を次世代自動車や他の需要家へ融通するなどといったエネルギーを無駄なく効率
的に利用する取組の普及を進めます。 

¡ 太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーの導入に当たっては，周辺地域等の理
解の促進や適正な事業規律を確保することが重要であり，様々な機会を通じ土砂災害
や環境保全等を定めた国のガイドラインの徹底を図るなど，適正に事業が実施される
よう国や北海道などと連携して取り組みます。 

¡ 業種に応じて，関係機関と連携しながら，農業用ハウス等での地中熱・雪氷冷熱の有
効利用，家畜排せつ物等に由来するメタン等の活用，飼料などによるメタン排出の削
減，建設業における省エネルギー型の機器の普及や廃熱の利活用，J-クレジットの創
出による新たな収入源の確保など，他業種での事例も含めた優良事例の紹介等を通じ
て新たな取組の実施を促進します。 

¡ 地域における需要規模を上回る再生可能エネルギーの賦存量を最大限に活かすため，
道内外の送電インフラ整備などを国へ働きかけます。 
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イ 建築物での再生可能エネルギーの活用促進 

¡ 平時における温室効果ガスの削減や光熱費の低減，また，災害時におけるエネルギー
確保の観点から，市民や事業者などの各主体において自立的に稼働できる再生可能エ
ネルギーの導入を促進します。 

¡ 建築物への再生可能エネルギーの導入に当たって，本市の地域特性を活かした再生可
能エネルギー（太陽光，バイオマス（木質系，農業系），地中熱，雪氷冷熱など）の
活用を促進します。 

¡ ZEH や ZEB の普及促進に向けて，高い省エネ基準に適合した建築物（新築・改築）
に対する金融面での優遇措置などを地域金融機関や民間事業者等と連携して，検討を
進めます。 

¡ 国及び北海道などの支援制度に関する情報を本市ホームページやSNSで発信します。 
 

ウ 新たなエネルギー源の調査研究・実証・導入促進 

¡ 水素をはじめとした新たなエネルギー源について，国や北海道，民間事業者等と連携
しながら，地産地消を基本としたサプライチェーンの構築，脱炭素で災害に強い安全・
安心な地域づくり及び関連産業の創出，育成・振興などを推進します。 

¡ 本市の特徴や優位性を活かした脱炭素化や気候変動への適応に資する研究開発等を
促進するとともに，民間事業者等と連携して，脱炭素化につながる実証事業等の積極
的な誘致などを進めます。 
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■コラム（他都市における再生可能エネルギーの導入事例） 
北海道寿都町では，1989 年に全国の自治体で初めて町営風力発電事業を開始，現在は 11 基
の風力発電施設を保有(出力合計:約 17MW)しています。風力発電事業で得られた売電収益は，観
光誘致宣伝事業や密漁対策補助，診療所運営資金，磯焼け対策など，必要に応じて様々な形で町
民に還元しています。 
 

 
出典：環境省ウェブサイト 

 
宮城県美里町では，避難施設である町営施設 3カ所に太陽光発電設備及び蓄電池を整備しまし
た。令和 4年福島県沖を震源とする地震により，町内全域で約 7時間にわたる停電が発生した際
は，日中に太陽光発電より蓄電池に充電し，蓄電池より電力供給を行い，円滑に避難者の受入準
備を実施しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
出典：環境省ウェブサイト 
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■コラム（ZEH・ZEBについて） 
ZEH・ZEBともに使うエネルギーを減らし，効率よくエネルギーを使い，再生可能エネルギー
を活用することで，1年を通して快適に過ごすことができ，光熱費の削減や災害対応能力の向上
などが期待されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：環境省ウェブサイト 
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（３）基本方針３ 脱炭素型まちづくりの推進 

ア コンパクトで環境負荷の小さいまちづくり 

¡ 誰もが安心して心豊かに住み続けられるまち・地域を目指し，コンパクトなまちづく
り，低炭素化・資源循環及び生活を支える取組を一体的に進めます。 

¡ コンパクトなまちづくりを促進する中で，冷暖房等の熱エネルギーの効率化，再生可
能エネルギーを活用した自立分散型のエネルギーシステムの導入など災害に強く，環
境負荷の小さい都市の実現を図ります。 

¡ 環境と経済が好循環するグリーン社会の実現に向け，本市の特性や優位性を活かした
イノベーションの実現・展開，ESG投資の普及拡大に取り組み，新たなビジネスの創
出を図ります。 

¡ 物流に係る複数事業者間の連携・協働によるモーダルシフトや輸送の共同化，積載率
の改善など物流全体の効率化や脱炭素化に向けて国や北海道，事業者などと連携して
取り組みます。 

 

イ 循環型社会の形成 

¡ ごみの発生抑制（Reduce），再使用（Reuse），再生利用（Recycle）の３Rの取組
を着実に進めるとともに，断る（Refuse），修理（Repair），長期使用（Long use）
の５R＋１Lを推進します。 

¡ 地球環境に配慮した安全で適正・確実なごみ処理の推進とともに，その過程で発生す
るエネルギーを有効活用します。 

¡ 市民，町内会，事業者，市民団体等と市の連携・協働のもと，ごみの排出状況に柔軟
に応じながら，より効率よく効果のあるごみ処理の仕組みづくりを推進します。 

¡ 環境への負荷が小さい環境と共生するごみ処理を目指します。 
¡ プラスチック資源循環法の趣旨を踏まえ，プラスチックごみの排出抑制・リサイクル
に向けた仕組みづくりなどを国や北海道と連携しながら取り組みます。 

¡ 製品と資源の価値を可能な限り長く保全・維持し，ごみの発生を最小化した経済「サ
ーキュラー・エコノミー」を目指します。 

 

ウ 次世代自動車等の導入 

¡ 次世代自動車（電気自動車，プラグインハイブリッド車，ハイブリッド車及び燃料電
池自動車を指す。以下同じ。）に関する環境貢献や災害時の利用方法を周知するなど，
自家用車や社用車などへの次世代自動車の導入に向けた機運を醸成します。 
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¡ 車両の導入と併せて，公共充電インフラの整備，家庭用や業務用の充電器などの普及
を促進します。 

¡ バス，トラック等の大型車や重機についても，技術や基盤整備の状況を踏まえながら，
より低炭素型の車両や水素モビリティ等の新たなエネルギーを活用した車両への更
新を促します。 

 
 
■コラム（他都市における脱炭素 × まちづくりの事例） 
 
栃木県では，複数の民間事業者が連携して，スマートフォンひとつで日光地域における交通系
WEBフリーパスや体験コンテンツ，入場チケット，EV・PHVカーシェアなどが検索・購入・利
用できるワンストップサービスを提供しています。 
同システムの活用により，日光への観光において，マイカーから公共交通への転換と，地域内
のエコモビリティの利用を促進し「環境にやさしい観光地づくり」を推進しています。 

 

 
出典：環境省ウェブサイト 
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■コラム（他都市における循環型社会形成に係る事例） 

 
鹿児島県志布志市では，2016年度より複数の民間企業と共同して，使用済み紙おむつのリサイ
クル技術開発実証試験を実施し，翌年度からは周辺市町ともこの取組を推進しています。 

出典：環境省ウェブサイト 

 
福岡県大木町を中心とする 7 市町は 2012 年 3 月から家庭から出る全てのプラスチックを分別
収集して，地域内で選別・再資源化する広域的な循環モデルの検討を始めました。2018年 3月に
廃プラスチック 1次選別及び資源化施設（油化工場）が完成し，3市町の廃プラスチックの選別・
資源化を実施しており，更なる参加自治体の拡大や事業安定運営に向けて取り組んでいます。 

 

出典：環境省ウェブサイト 
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（４）基本方針４ 二酸化炭素吸収源の確保 

ア 緑地や森林など二酸化炭素吸収源対策の実施 

¡ まちのみどりの保全や創出は，多くの人々にとって参加しやすく成果を実感しやすい
取組であることなどを踏まえ，市民，事業者，行政の連携・協働によって，各家庭，
地域，公園，街路樹等の緑地の保全や更なる緑化の推進に取り組みます。 

¡ 本市の河川環境を活かしたみどりづくりを進め，水と緑のネットワークを創出すると
ともに，生物多様性にも配慮した環境づくりに取り組みます。 

¡ 森林による二酸化炭素吸収量の維持，増加に向け，人工林の計画的な伐採と着実な植
林やそのために必要な優良種苗の安定供給，手入れが行われていない森林の整備，適
切な保安林の配備と保全など，活力ある森林づくりを推進します。 

¡ 土壌への堆肥や緑肥などの有機物やバイオ炭の施用による土づくりを通じた化学肥
料の低減や炭素貯留，スマート農業技術の活用による化学農薬使用量の低減など，ク
リーン農業や有機農業など環境保全型農業の取組を推進します。 

¡ SDGsや温室効果ガスの排出削減など環境保全に関心のある企業等の森林づくりへの
参加などを促進します。 

¡ 関係機関や団体と連携しながら，林業への新規就業者の確保や通年雇用化の促進，就
業環境の改善など，林業就業者の安定確保に向けた取組や森林作業の安全対策などの
支援を進めます。 

¡ ブルーカーボン生態系の保全等に資するため，河川の上流に位置する本市においても，
海洋マイクロプラスチック対策などの取組を関係機関などと連携しながら進めます。 

 

イ 木材利用の促進 

¡ 本市の豊富な森林資源の有効利用等を図り，木材利用による二酸化炭素の固定機能を
発揮させるため，建築物等の木造化や木質化，木製品の積極的な使用など木材の利用
拡大に向けた取組を推進します。 

¡ 併せて，化石燃料の代替による二酸化炭素の排出抑制に資するため，林地未利用材等
を活用した木質バイオマスの導入などを促進します。 
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■コラム（他都市における再生可能エネルギーの導入事例） 
 
岡山県真庭市では，これまで山林に放置されていた枝葉や，有償処分されていた製材所から出
る端材・樹皮といった未利用材を含めて燃料とし，発電に活用する「真庭バイオマス発電所」（発
電出力約 1万 kW）を 2015年 4月から稼働しています。 
発電した電力は，地元の新電力「真庭バイオエネルギー」をはじめとした新電力に FIT で売電
しており，真庭バイオエネルギーはその電力を公共施設等に供給するなど，林業の活性化を通じ
た二酸化炭素吸収源の保全とエネルギー・経済の地域循環を実現しています。 

 

 
出典：環境省ウェブサイト 
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■コラム（農林業におけるカーボンニュートラル） 
森林や農地におけるカーボンニュートラルに向けた取組は，排出量削減や吸収量の保全のほか，
農林業の生産基盤の安定化や後継者不足などにも貢献します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：林野庁ウェブサイト 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：北海道ウェブサイト 
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４ 取組の体系図 
ここまでの取組内容を主体別に整理すると下図のようになります。 
 

  

市
民

行
政

脱炭素型
ライフスタイル
の普及・促進

住宅等の
脱炭素化の普及・促進

日常生活での省エネ行動の実施

環境に優しいサービス・製品の利用

家庭ごみの5R+1Lの定着

省エネ設備，次世代自動車等の導入

再生可能エネルギー設備の導入

脱炭素型住宅(ZEH)の整備

事

業
者

脱炭素型
ビジネススタイル
の普及・促進

オフィス，工場等の
脱炭素化の普及・促進

省エネ行動，設備の運用改善

環境に優しいサービス・製品の利用・製造

事業系ごみの5R+1Lの徹底

省エネ設備，次世代自動車等の導入

再生可能エネルギー設備の導入

脱炭素型のオフィス(ZEB) ，工場等の整備

緑地や森林など吸収源対策の実施

事業活動を通じた吸収源対策

旭川市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）に基づく率先実行

脱炭素型
まちづくりの推進

コンパクトで環境負荷の小さいまちづくり

循環型社会の形成

EV充電インフラの整備，物流の効率化

二酸化炭素
吸収源の確保

活力ある森林づくり，みどりづくり

木材利用の促進

多様な主体との連携，協働

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

1 2

4

4

4

4

1 2 3 4

主体 項目 取組の内容

民
生
家
庭
部
門
・
運
輸
部
門

民
生
業
務
部
門
・
そ
の
他
全
部
門

民
生
業
務
部
門
・
産
業
部
門
・
運
輸
部
門

部門
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第７章 取組等を踏まえた温室効果ガス排出量の推計 
１ 中期（2030年度）目標までの温室効果ガス排出量の推計 

（１）推計に当たっての考え方 

前章において整理した温室効果ガスの削減に資する取組を実施した場合における 2030 年
度までの温室効果ガス排出量（以下「対策ケース」という。）について，「表 9 BAU排出
量の推計結果」で示した BAU排出量及びエネルギー消費量に対し，国の計画等で示される以
下の項目による削減見込量を加味して推計します。 

 
 

 

図 45 対策ケースの削減イメージ 

! " #排出量

! " #排出量

$%$&'()

①現状趨勢ケース（* + ,）による減少

②取組による削減

③電力排出係数の低減による削減

#-./年
（0 #1）

#-/-年
（2 .#）

⑤森林吸収量

④再生可能エネルギーの導入による削減
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（２）取組による削減 

国の削減目標「温室効果ガス排出量を 2030 年度に 2013 年度比 46％削減」の根拠である
「地球温暖化対策計画における対策の削減量の根拠」（2021 年 10 月）において，各種対策
による排出削減及び省エネの見込量が示されています。 
このうち，本市に関連する対策を抽出し，国全体の削減見込量から按分により本市分の削
減見込量を算出した結果，温室効果ガス削減見込量は 474 千 t-CO2であり，2013 年度比で
14％の削減が見込まれます。 

 
表 10 取組による削減対策の削減見込量（2030年度）（1/2） 

 

  

CO2排出量

千t-CO2

産業部門 ○ 高効率な省エネルギー機器の普及 0
○ ＦＥＭＳを利用した徹底的なエネルギー管理の実施 1

建設業・鉱業

農林水産
○ 高効率な省エネルギー機器の普及 5

○ 高効率な省エネルギー機器の普及 18
○ 業種間連携省エネルギーの取組推進 1

25
民生家庭部門 ○ 住宅の省エネルギー化 22

○ 高効率な省エネルギー機器の普及 30
○ トップランナー制度等による機器の省エネルギー性能向上 13

○ HEMS・スマートメーター・スマートホームデバイスの導入や

省エネルギー情報提供を通じた徹底的なエネルギー管理の実施
15

○ 脱炭素ライフスタイルへの転換 1
81

民生業務部門 ○ 建築物の省エネルギー化 42
○ 高効率な省エネルギー機器の普及 12
○ トップランナー制度等による機器の省エネルギー性能向上 24

○ ＢＥＭＳの活用、省エネルギー診断等による徹底的なエネル

ギー管理の実施
20

○ 上下水道における省エネルギー・再生可能エネルギー導入 3
○ 脱炭素ライフスタイルへの転換 0

101

部門 分野 対策・施策

業種横断

製造業
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表 11 取組による削減対策の削減見込量（2030年度）（2/2） 

 
※単位未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。  

CO2排出量

千t-CO2
運輸部門 ○ 公共交通機関及び自転車の利用促進 3

○ 次世代自動車の普及、燃費改善等 63
○ 脱炭素型ライフスタイルへの転換 11
○ 道路交通流対策 6
○ トラック輸送の効率化・共同輸配送の推進 19
○ 物流施設の脱炭素化の推進 0

102
エネルギー転換部門 ○ 高効率な省エネルギー機器の普及 0

0
廃棄物部門 ○ 混合セメントの利用拡大 1
（エネルギー起源CO2以外） ○ バイオマスプラスチック類の普及 3

○ 脱炭素型ライフスタイルへの転換 1
○ 廃棄物処理における取組 3
○ 廃棄物焼却量の削減 8

15
その他ガス ○ 農地土壌に関連する温室効果ガス排出削減対策 3

○ 廃棄物最終処分量の削減 1
○ 下水汚泥焼却施設における燃焼の高度化等 1
○ 代替フロン等４ガス（HFCs、PFCs、SF6、NF3） 121

126
○ J-クレジット制度の活性化 24

474

部門 分野 対策・施策

部門横断

対策小計
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（３）電力排出係数の低減 

2030年度の電力排出係数は，国の「地球温暖化対策計画」において 0.00025t-CO2/kWhと
想定されていることから，本市の推計においても同様に電力排出係数の低減を見込みます（現
状値（2019年度：0.00052t-CO2/kWh））。 
その結果，電力排出係数の低減による削減見込量は 357 千 t-CO2であり，2013 年度比で

10％削減する見込みとなります。 
 
表 12 電力排出係数の低減による温室効果ガスの削減見込量（2030年度） 

 

※電力比率は 2019年度値から変わらないものとした。（各部門 CO2排出量から電力比率を算出した） 
※運輸部門（鉄道）は，JR北海道にて内訳が公表されている 2013年時点の比率（58.3%）の数値を参考
とし，同資料の 2030年度目標値の 2013年度比 20%削減により削減見込量を算出した。 
参照資料：「長期環境目標「JR北海道グループ カーボンニュートラル 2050」の策定について 2022
年 2月 9日 

※運輸部門（自動車）については，「運輸部門における道民の温室効果ガス排出に関する実態調査報告書
（令和 4年 11月，株式会社住環境計画研究所）」より，電気自動車の使用割合が北海道全体で 0.7%，
人口 5 万人以上の都市においては 1.3%となっており，使用台数は少数であることが見込まれるため，
電力排出係数の低減は考慮しないものとした。 

 
 

  

① ② ③ ④=②-① ⑤ ⑥ ⑦ ⑧＝⑥-⑦

製造業 705 788 86 702 195,082 101 49 52

建設業

・鉱業
53 61 26 35 9,821 5 2 3

農林水産業 10 18 5 13 3,612 2 1 1
927 2,122 392 1,730 480,615 249 120 129
902 3,029 742 2,287 635,405 330 159 171

自動車 603 0 0 0 0 0 0 0
鉄道 6 0 0 1

1 2 0 2 425 0 0 0

0.00052 0.00025

357

運輸部門

民生家庭部門

産業部門

民生業務部門

エネルギー転換部門

電力排出係数

（t-CO2/kWh）

部門

（電気を使用する部門のみ）

2013年度

排出量

千t-CO2

2030年度

電気使用量

（BAU）

（TJ）

2030年度

対策実施後

削減量

（TJ）

2030年度

対策実施後

電気使用量

（TJ）

2030年度

対策実施後

電気使用量

（千kw）

2030年度

電力排出係数

低減前排出量

（千t-CO2）

2030年度

電力排出係数

低減後排出量

（千t-CO2）

削減見込量

千t-CO2

削減量合計
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（４）森林吸収量 

本市の現状及び将来的な森林吸収量を推計した結果を以下に示します。市内の森林を対象
に算定マニュアルにおいて示されている「森林全体の炭素蓄積変化を推計する手法」に基づ
き，森林の二酸化炭素吸収量を推計します。 
森林吸収量は，特定の年度で算定されるものではなく，ある一定の期間に森林に蓄積（固
定）された炭素量を二酸化炭素に換算したものを指し，炭素蓄積量の増加量から減少量を差
し引くことにより，変化量を算定（蓄積変化法）します。  
算定の結果，本市では 2019年度時点で，平均 122千 t-CO2の吸収量が推計されます。将来
の森林吸収量は，2013～2019年度の平均値とし，森林の活用と保全の取組を推進することを
通じて，森林吸収量の維持・拡大に努めることとします。 
この結果，2030年度における削減見込み量は 122千 t-CO2となり，2013基準年度（温室
効果ガス総排出量 3,490千 t-CO2）と比較して 3.5%の削減となります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
表 13 温室効果ガス排出量及び森林吸収量 

 
出典：北海道林業統計 

※国有林情報のみ 5年ごとの更新数値を按分して算出 
※数値の増減は，伐採等による森林量の減少や調査手法の変更等のほか，当該年度と前年度の差から算
出することから，前年度蓄積量との差が大きい場合，森林吸収量が大きく変化することとなるため，こ
うした影響によるものと考えられる。  

2013
比較年度

2014 2015 2016 2017 2018 2019 ・・・
2030
見込み量

針葉樹 878,619 895,547 909,934 919,313 913,489 934,871 943,691 ― ―
広葉樹 1,285,801 1,307,226 1,323,422 1,344,533 1,361,984 1,399,381 1,419,580 ― ―

2,164,420 2,202,773 2,233,356 2,263,846 2,275,473 2,334,252 2,363,271 ― ―
― 1.8% 1.4% 1.4% 0.5% 2.6% 1.2% ― ―
― -141 -112 -112 -43 -216 -106 ― -122

出典：北海道林業統計

森林吸収量（千t-CO2）

炭素蓄積量（千m
3
）

/年度
※

樹種

合計

前年度蓄積量との差

① 基本推計式 
森林吸収量(t-CO2/年) 
＝（炭素蓄積量（報告年度）(t-C)－炭素蓄積量（比較年度）(t-C)） 
  ／報告年度と比較年度の間の年数(年)×換算係数（C⇒CO2）※1 

② 森林蓄積から炭素積算量への換算式 
炭素蓄積量(t-C) 
＝（材積量(㎥)×バイオマス拡大係数※2×（1＋地下部比率※3)×容積密度※2×炭素含有率※3 

※1：炭素から二酸化炭素への換算係数（ここでは「-44/12」） 
※2：算定マニュアル p205「推計を行いたい区域の齢級別の情報がない」1)」参照 
※3：算定マニュアル p205「樹種別に区分された情報がない」参照 
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（５）2030年度の削減見込み量 

各要素を踏まえて推計した 2030年度における温室効果ガスの削減見込み量 1,453千 t-CO2
に，後述する再生可能エネルギーの導入による削減量を見込むことで，2030年度における温
室効果ガス排出量を 2013年度比 48％（1,675千 t-CO2）削減します。 

 
表 14 対策ケースの 2030年度温室効果ガス排出量の推計結果 

（単位：千 t-CO2） 

 
※単位未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。 
※再エネ導入量は，2050年再エネ導入ケース（中位ケース）に基づく内数を設定 
 

 

図 46 対策ケース排出量（総排出量）  

対基準年度

基準年度

(2013年度)

直近年度

(2019年度)

将来推計

(2030年度)

BAU

将来推計

(2030年度)

対策ケース

BAU 対策

効果

電力排出

係数低減

再生可能

エネルギー

の導入

合計 増減率

a b c=b-a d e f g=c+d+e+f h=g/a
産業部門 767 689 694 608 73 30 56 ▲ 159 ▲ 21%

927 862 766 549 161 88 129 ▲ 378 ▲ 41%
902 631 640 363 262 106 171 ▲ 539 ▲ 60%

運輸部門 609 589 593 486 16 107 1 ▲ 123 ▲ 20%
1 1 1 1 0 0 0 ▲ 0 ▲ 14%

32 39 39 24 ▲ 7 15 ー ▲ 9 ▲ 27%
250 287 255 128 ▲ 5 128 ー ▲ 123 ▲ 49%

222 ー ー ー 222 222 ー

3,489 3,098 2,989 1,936 500 474 357 222 ▲ 1,553 ▲ 45%
ー ー ー ▲ 122 ー ー ー ー ▲ 122 ー

3,489 3,098 2,989 1,814 ー ー ー ー ▲ 1,675 ▲ 48%

上記に含まれる

合計

森林吸収量

合計

再生可能エネルギー

部門

民生家庭部門

民生業務部門

削減量内訳（t-CO₂）温室効果ガス排出量（t-CO₂）

二

酸

化

炭

素

その他ガス

エネルギー転換部門

廃棄物部門

3,489 3,098

1,814

▲ 500
0

500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000

基準年度
(2013年度)

直近年度
(2019年度)

将来推計値
(2030年度)

(千t-CO2) 温室効果ガス排出量 森林吸収量

▲ 48％（1,675 千t-CO2）
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２ 長期（2050年度）目標までの温室効果ガス排出量の推計 

（１）削減シナリオの考え方 

2050年脱炭素社会を実現するための技術・社会変容を見込んだ場合の温室効果ガス排出量
を推計するため，「2050年脱炭素社会実現に向けたシナリオに関する－分析」（2021年，国
立環境研究所 AIMプロジェクトチーム）（以下「AIM分析」という。）において示される 2050
年度までの「削減シナリオ」に基づき将来推計を行いました。 

2050年度における削減対策として，それぞれ以下の項目を見込んでいます。「表 9 BAU
排出量の推計結果」及び「表 14 対策ケースの 2030 年度温室効果ガス排出量の推計結果」
で示した温室効果ガス排出量に対し，各対策項目による削減見込量を加味することで，削減
対策を実施した場合のエネルギー消費量及び温室効果ガス排出量を算出しました。 

 
 

（２）最終エネルギー消費量の将来推計 

AIM分析では，2050年脱炭素社会を実現するための技術・社会変容を見込んだ場合（削減
シナリオ）の部門別エネルギー消費量及びエネルギー構成について，2018年から 2050年の
推移が示されています。 
それら部門ごとのエネルギー消費量の変化を踏まえ，削減シナリオにおける 2050 年のエ
ネルギー消費量を推計した結果，エネルギー消費量は 13,863TJになり，2013年度比 61％削
減される見込みとなりました。 
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表 15 削減シナリオにおけるエネルギー消費の削減見込量（2050年） 

部⾨ 

2013 年度 2050 年度 

基準年度値 
（TJ） 

推計結果
（TJ） 

削減量 
2013 年度⽐ 

（TJ） 

削減率 
2013 年度⽐  

産業部⾨ 10,889 6,696 4,193 39% 
家庭部⾨ 9,048 3,024 6,023 67% 
業務部⾨ 7,474 2,672 4,802 64% 
運輸部⾨ 8,508 1,470 7,038 83% 
合計 35,918 13,863 22,055 61% 
※単位未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。 

 

 

図 47 エネルギー消費量（削減シナリオ）の推移 
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（３）最終エネルギー消費量に基づく温室効果ガス排出量の推計 

（２）を踏まえ，2050年における温室効果ガス排出量を推計した結果，温室効果ガス排出
量は 2013年度比 76％削減する見込みとなりましたが，833千 t-CO2の排出量が残ります（森
林吸収量を除く）。残存する排出量は，再生可能エネルギーへの転換や森林吸収量の確保のほ
か，ネガティブエミッション技術（大気中から二酸化炭素を回収・除去）等の新たな技術の導
入などにより，カーボンニュートラルを目指すこととします。 

 
表 16 削減シナリオにおける温室効果ガス排出量（2050年） 

部⾨ 

温室効果ガス排出量（t-CO₂） 

削減量 

対基準年度 
基準年度 

(2013 年度) 
直近年度 

(2019 年度) 
将来推計 

(2050 年度) 
BAU 

将来推計 
(2050 年度) 

脱炭素シナリオ 

削減率 

a     c c=a-b d=c/a 

⼆
酸
化
炭
素 

産業部⾨ 767 689 700 229 538 70% 
⺠⽣家庭部⾨ 927 862 560 186 741 80% 
⺠⽣業務部⾨ 902 631 644 173 729 81% 
運輸部⾨ 609 589 595 92 516 85% 
エネルギー 
転換部⾨ 

1 1 1 1 0 14% 

廃棄物部⾨ 32 39 38 24 9 27% 
その他ガス 250 287 187 128 123 49% 

合計 3,489 3,098 2,725 833 2,656 76% 
森林吸収量 − ー ー ▲ 122 122 ー 

合計 3,489 3,098 2,725 712 2,777 80% 
※単位未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。 
※エネルギー転換，廃棄物分野，その他ガスは 2030年度削減量のみ考慮した。 
 

 
図 48 温室効果ガス排出量（削減シナリオ）の推移  

3,368 
2,977 

712 

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

基準年度
(2013年度)

直近年度
(2019年度)

将来推計
(2050年度)

削減シナリオ

温
室

効
果

ガ
ス

排
出

量
（

千
t-

CO
2）

(年度)

温室効果ガス排出量 森林吸収量

2013年度⽐
約80％削減

森林吸収量を考
慮して，さらに
約 712 千 t-CO2
の削減が必要 



 

 
 

74 

（４）再生可能エネルギーの導入 

（３）において，AIM分析による 2050年脱炭素社会を実現するための技術・社会変容を踏
まえても，エネルギー消費はゼロとならないことが推計されたことから，従来の化石エネル
ギーの使用から，非化石エネルギーへの転換が必要です。 
ここでは，化石エネルギーのうち非化石エネルギーへの転換が必要なエネルギー量の推計，
本市の再生可能エネルギーポテンシャルとの比較などを行い，本市における再生可能エネル
ギー導入目標を整理します。 

 

図 49 化石エネルギー，非化石エネルギー，再生可能エネルギーの関係 
 

  

• 石油 ガソリン，灯油，軽油，
重油，石油ガスなど

• 天然ガス
• 石炭（石炭，コークスなど）

廃プラスチック，廃タイヤ，黒液
など化石燃料以外のエネルギー

化石エネルギー 非化石エネルギー

太陽光，風力，水力，地熱など

自然界に存する熱・バイオマス
であって，永続的に利用できる
もの

再生可能エネルギー
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ア 非化石エネルギー量の推計 

AIM分析に示される 2050年の部門別エネルギー消費構成に基づき，2050年のエネルギー
消費量のうち，非化石エネルギー量の推計を行いました。 
推計の結果，2050年エネルギー消費量 13,853TJのうち，12,562TJが非化石エネルギーと
なり，当該量を再生可能エネルギーで賄う量としました。 
 

表 17 部門別エネルギー消費構成（2050年） 

部⾨ 
2050 年度エネルギー種別 

⽯炭 ⽯油 ガス 再エネ 電⼒ 熱 ⽔素 合成燃料 
産業部⾨ 9% 2% 1% 13% 34% 0% 23% 18% 
⺠⽣家庭部⾨ 0% 15% 0% 0% 74% 0% 0% 11% 
⺠⽣業務部⾨ 0% 0% 0% 0% 93% 2% 0% 5% 

運輸部⾨ 
旅客⾃動⾞ 0% 0% 0% 0% 98% 0% 0% 2% 
貨物⾃動⾞ 0% 0% 0% 0% 84% 0% 0% 16% 
鉄道 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

※単位未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。 
※AIM分析における想定を参考に，2019年度の旭川市におけるエネルギー消費構成比率を踏まえて2050
年のエネルギー消費構成を想定した。 
※鉄道は 100％電化するものと仮定した。 
 

表 18 部門別エネルギー消費量の内訳（2050年） 

部⾨ 
2050 年度エネルギー消費量 

化⽯エネルギー ⾮化⽯エネルギー 合計 
産業部⾨ 843 5,853 6,696 

⺠⽣家庭部⾨ 457 2,567 3,024 
⺠⽣業務部⾨ 0 2,672 2,672 

運輸部⾨ 
旅客⾃動⾞ 0 451 451 
貨物⾃動⾞ 0 809 809 
貨物⾃動⾞ 0 210 210 
合計 1,301 12,562 13,863 

※単位未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。 
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イ 再生可能エネルギーポテンシャル量 

再生可能エネルギーの導入ポテンシャルとは，設置可能面積や平均風速，河川流量等から
理論的に算出することができるエネルギー資源量のうち，現在の技術水準で利用困難なもの
や，種々の制約要因（土地の傾斜，法規則，居住地からの距離等）を除くことにより，算出さ
れるエネルギー資源量です。 
本市における再生可能エネルギーポテンシャル量は，環境省において公表されている
「REPOS」（再生可能エネルギー情報提供システム）より把握しました。 
その結果，本市における再生可能エネルギーポテンシャルは発電量ベースで 36,868TJ/年で
あり，アで示した非化石エネルギー量（12,562TJ）を上回ることから，2050年におけるエネ
ルギー消費量のうち，非化石エネルギー分は全て市内の再生可能エネルギーで賄うことがで
き，さらに余剰分のエネルギーは他地域へ供給することができます。 

 
表 19 本市における再生可能エネルギーのポテンシャル量 

再生可能エネルギー 
導入ポテンシャル 

導入量
（MWh） 

発電量 
（TJ） 

太陽光 
建物系 1,482,367 5,337 
土地系 4,109,889 14,796 
小計 5,592,255 20,132 

風力 陸上風力 4,621,669 16,638 

中小水力 
河川部 27,268 98 
農業用水路 0 0 
小計 27,268 98 

地熱 21 0 
再生可能エネルギー（電気）合計 10,241,213 36,868 
※単位未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。 
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ウ 再生可能エネルギー導入ケース別の削減見込量（導入目標） 

2050年における再生可能エネルギーの導入量を以下の 3ケースにて想定した場合，本市で
は中位ケースにおいて 2050 年の非化石エネルギー量を賄うことが可能となるため，中位ケ
ースを本市における再生可能エネルギーの導入目標とします。 
また，高位ケースでは，本市内の 2050 年非化石エネルギー量を賄った上で，24,306TJ の
余剰が見込め，他地域へのエネルギー供給などによる資金獲得などにもつながることから，
中位ケースにとどまらず，高位ケースを目指した積極的な再生可能エネルギーの導入を進め
ることが肝要です。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

表 20 再生可能エネルギー導入ケース別の削減見込量（2050年） 

（削減シナリオ） 

2030年 2050年 
エネルギー 
消費量 

温室効果 
ガス排出量 

エネルギー 
消費量 

温室効果 
ガス排出量 

（TJ） （千 t-CO2） （TJ） （千 t-CO2） 
エネルギー消費量 － 1,936※ 13,863 833 
 うち非化石エネルギー － － 12,562 823 

削減 
見込量 

高位ケース 11,507 799 36,868 2,560 

うち余剰分 8,310 577 24,306 1,737 
中位ケース 3,964 275 12,562 823 
うち余剰分 767 53 0 － 
低位ケース 117 8 168 12 
うち余剰分 0 － 0 － 

※2030年度排出量の目標値（森林吸収量（▲122千 t-CO2）は含まない）。 

 

■導入ケース 
高位ケース：再生可能エネルギーをポテンシャルに基づき最大限導入したケース 
中位ケース：再生可能エネルギーを 2050年の非化石エネルギー量に応じて導入したケース 
低位ケース：現状の FIT導入量を維持したケース 
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図 50 導入ケース別再生可能エネルギー導入量の推移 

 
 

（５）2050年度の温室効果ガス排出量の将来推計結果 

これまでの推計結果から，2013年度と比較して 2030年度に 48%，2050年度に 80％の温
室効果ガス削減を推計しています。 

2050 年度の排出量として推計された 833 千 t-CO2のうち，非化石エネルギー量の 823 千
t-CO2が削減可能です。残る化石エネルギー量の 10千 t-CO2は，森林吸収量により 122千 t-
CO2の削減を見込みます。 
これらにより，「2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロ」の達成が可能と推計しま
した。 
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表 21 2050年度温室効果ガス排出量の将来推計結果 
（単位：千 t-CO2） 

部門 

温室効果ガス排出量（t-CO₂） 対基準年度 

基準年度 
(2013年度) 

直近年度 
(2019年度) 

将来推計 
(2050年度) 
BAU排出量 

将来推計 
(2050年度) 
削減シナリオ 

削減量 削減率 

a   b c=a-b d=c/a 
二
酸
化
炭
素 

産業部門 767 689 700 229 538 70% 
民生家庭部門 927 862 560 186 741 80% 
民生業務部門 902 631 644 173 729 81% 
運輸部門 609 589 595 92 516 85% 
エネルギー 
転換部門 

1 1 1 1 0 14% 

廃棄物部門 32 39 38 24 9 27% 
その他ガス 250 287 187 128 123 49% 

小計 3,489 3,098 2,725 833 2,656 76% 
再生可能エネルギー
（中位ケース） 上記に含まれる 823 823 ― 

森林吸収量 ー ー ー ▲ 122 122 ー 
合計 3,489 3,098 2,725 ▲112 3,601 103% 

※単位未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。 

 

 

図 51 2050年度温室効果ガス排出量推移・削減イメージ 
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第８章 計画の推進体制・進行管理 
１ 計画の推進体制 

市民・事業者・行政の協働と連携により，一体となって本計画の推進を図ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

地球温暖化対策の推進に関する法律 

旭川市地球温暖化対策実行計画 
（区域施策編） 

取組推進 

進捗状況報告 

計画の見直し 
（必要に応じて） 

旭川市 
環境審議会 

市民・事業者等 

情報提供 
連携・協働 

旭川市 

 

 

 

 

事務事業編に基づく率先行動 

旭川市地球温暖化対策実行計画 
（事務事業編） 

情報提供 
連携・協働 

国，北海道， 
周辺自治体 
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２ 計画の進行管理 
市民・事業者・行政の協働と連携により本計画の推進を図るとともに，本計画の進捗状況に
ついて，本市の環境行政に関する附属機関であります，旭川環境審議会において計画の進捗
管理のほか，必要に応じて見直しを進めます。効果的な進行管理を行うため，PDCA サイク
ルに基づき，取組の継続的な改善と推進を行います。 

 

（１）計画の策定（Plan） 

本計画の取組の実施に当たり，取組の進捗状況，国や北海道の動向，新たな技術開発などの
状況を踏まえながら，その実現を図ります。 

 

（２）計画の実施（Do） 

関係者との調整を行いながら，本計画に掲げた取組の実施を図ります。 
 

（３）点検・評価（Check） 

温室効果ガス排出量の状況，本計画に掲げた目標の達成状況，その他取組の実施状況など
に関する点検・評価結果を旭川市環境審議会や市民・事業者等への情報提供・公表を行いま
す。 

 

（４）見直し・改善（Action） 

旭川市環境審議会や市民・事業者など各主体からの意見や国や北海道の動向，目標及び取
組の進捗状況を踏まえ，必要に応じて本計画の見直しを行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④Action 
施策の見直し 
新規施策の立案 

旭川市環境審議会 

①Plan 
施策立案 
目標設定 

③Check 
目標達成の点検 
評価・見直し 

②Do 
計画の実施 
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用語集 
ア行 

旭川グリーンアンバサダー 

市内に居住し，環境分野において全国
的又は国際的に活躍されている方を「旭
川グリーンアンバサダー」に委嘱し，本
市が表明した「ゼロカーボンシティ」の
PRと地球温暖化対策に資する本市の活
動を強化し，当該分野に関する SDGsの
推進を図ることを目的として設置され
た制度。 

 

ESG（イーエスジー） 

Environment(環境)，Social(社会)，
Governance(企業統治)の頭文字をとっ
た略語。環境・社会・ガバナンス（企業
統治）に考慮した投資活動や，企業経営
を指す。 
気候変動問題や人権問題などの世界
的な社会課題が顕在化している中，企業
が長期的成長を目指す上で重視すべき
ESG の観点での配慮ができていない企
業は，投資家などから企業価値毀損のリ
スクを抱えているとみなされる恐れが
あることから，ESG に配慮した取組を
行うことは，長期的な成長を支える経営
基盤の強化につながると考えられてい
る。 

 

一般廃棄物 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法
律」（昭和 45年法律第 137号。以下「廃

棄物処理法」という。）の対象となる廃
棄物のうち，産業廃棄物以外のもの。 
一般家庭から排出される家庭ごみ，事
業所などから排出される産業廃棄物以
外の不要物，し尿や家庭雑排水などの液
状廃棄物が含まれる。 

 

温室効果ガス 

太陽から地表に届いた熱を受けて，地
表から放射される赤外線を吸収する作
用の大きいガスの総称。大気中のこれら
のガスの濃度が上昇すると地表面から
の熱放射が阻害され，地球温暖化が引き
起こされると言われている。 
産業革命以降に行われた化石燃料の
燃焼などの人為的な活動により大気中
の温室効果ガスの濃度が増加の傾向に
ある。 

 

エネルギーマネジメントシステム 

省エネ･節電を行うのに必要な方針･
目的･目標を設定し，計画を立て，手順
を決めて管理することで，効率的なエネ
ルギー使用を行う設備(EMS：Energy 
Management System)。 
対象とする建物等により，HEMS(住
宅(Home))，BEMS(ビル(Building))，
FEMS(工場 (Factory))， CEMS(地域
(Community))などがある。 
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カ行 

海洋マイクロプラスチック 

海中にある 5mm 以下の微細なプラ
スチックごみ。海流に乗って世界中の海
に拡散し，海洋生物のみならず，人体へ
の悪影響も懸念されている。 
主に２つに大別され，一次的マイクロ
プラスチックとは，洗顔料，化粧品など
のスクラブ剤（マイクロビーズを含む）
又は製品原料となる樹脂ペレットなど，
工業的に小さい状態で生産されるもの
を指し，二次的マイクロプラスチックは，
海に漂流したり，海岸に漂着などしてい
るプラスチックが長い年月をかけて，波
や太陽光（紫外線）によって物理的又は
光化学的に分解されたものを指す。 

 

化石燃料（化石エネルギー） 

動植物などの死骸が地中に堆積し，長
い年月をかけて地圧・地熱などにより変
成されてできた，化石となった有機物の
うち，人間の経済活動で燃料として用い
られる（又は今後用いられることが検討
されている）ものの総称。 
現在使われている主なものに，石炭，
石油，天然ガスなどがある。 
反対に，非化石燃料（非化石エネルギ
ー）とは，化石燃料以外のものを指し，
太陽光やバイオマスなどの再生可能エ
ネルギーのほか，廃タイヤや廃プラスチ
ックなどの廃棄物原料，副生ガスや副生
油などの生産過程で副次的に発生する
ものも含まれる。 

活動量 

一定期間における生産量，使用量，焼
却量など，排出活動の規模を表す指標の
こと。地球温暖化対策の推進に関する施
行令（平成 11年政令第 143号）第 3条
第 1項に基づき，活動量の指標が定めら
れている。 
具体的には，燃料の使用に伴う CO2の

排出量を算定する場合，ガソリン，灯油，
都市ガスなどの燃料使用量（L，m3など）
が活動量となる。 

 

家庭エコ診断 

各家庭のライフスタイルや地域特性
に応じたきめ細かい診断・アドバイスを
実施することにより効果的に二酸化炭
素排出量の削減・抑制を推進していくた
めの制度。環境省が提供するソフトを用
いた「うちエコ診断」と，民間事業者等
が自社サービスの一環として実施する
「独自の家庭向けエコ診断」の 2 種類
の診断方法がある。 

 

カーボンニュートラル 

CO2 を始めとする温室効果ガス排出
量を実質ゼロにすること。排出量の削減
を進めるとともに，排出量から，森林な
どによる吸収量をオフセット(埋め合わ
せ)することなどにより達成を目指す。 
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気候変動に関する政府間パネル 

各国政府の気候変動に関する政策に
科学的な基礎を与えることを目的とし
て，世界気象機関（WMO）及び国連環
境計画（UNEP）により 1988年に設立
された政府間組織。通称： IPCC
（Intergovernmental Panel on Climate 
Change）。 
世界中の科学者の協力の下，出版さ
れた文献（科学誌に掲載された論文等）
に基づいて定期的に報告書を作成し，
気候変動に関する最新の科学的知見の
評価を提供している。 

 

気候変動適応法 

既に生じている，あるいは，将来予測
される気候変動の影響による被害の防
止・軽減を国，地方公共団体，国民が連
携して取組むための枠組みを定めた法
律。 
地球温暖化対策推進法が温暖化に対
する緩和策であるのに対し，本法は適
応を推進するためのものである。 

 

吸収源 

大気中の二酸化炭素などの温室効果
ガスを吸収し，比較的長期間にわたり固
定することのできる森林や海洋などの
こと。 

 

高効率ヒートポンプ 

空気中の熱を利用し，冷暖房や給湯
に活用するシステム。 

 

国連気候変動枠組条約締約国会議 

1992年，大気中の温室効果ガスの濃
度を安定化させることを究極の目標と
す る 「 国 連 気 候 変 動 枠 組 条 約
（UNFCCC）」が採択され，同条約に基
づき毎年開催されている締約国会議。通
称：COP（Conference of the Parties）。 

1995年から毎年開催されており，日
本からは全ての COPに環境大臣が出席
している。 

 

固定価格買取制度 

再生可能エネルギー源（太陽光、風力、
水力、地熱、バイオマス）を用いて発電
された電気を、国が定める価格で一定期
間、電気事業者が買い取ることを義務付
ける制度。通称：FIT（Feed in Tariff）。 
電気事業者が買い取りに要した費用
は，使用電力に比例した再エネ賦課金に
よってまかなうこととしており，電気料
金の一部として，一般家庭等が負担して
いる。 

 

コージェネレーション 

ガスや石油などの燃料で発電し，そ
の際の廃熱も同時に回収する熱電併給
システム（エネファーム，コレモなど）。 

 

サ行 

再生可能エネルギー 

「エネルギー供給事業者による非化
石エネルギー源の利用及び化石エネル
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ギー原料の有効な利用の促進に関する
法律」（平成 21年法律第 72号）で「エ
ネルギー源として永続的に利用するこ
とができると認められるもの」として定
められた，太陽光，風力，水力，地熱，
太陽熱，大気中の熱その他の自然界に存
する熱，バイオマスのことであり，資源
を枯渇させずに繰り返し使え，発電時や
熱利用時に地球温暖化の原因となる
CO2をほとんど排出しないエネルギー。 

 

再生可能エネルギーポテンシャル 

再生可能エネルギーの採取・利用に
関する種々の制約要因による設置の可
否を考慮した上で推計された，再生可
能エネルギー資源量のこと。 

 

産業廃棄物 

事業活動に伴って発生する特定の廃
棄物のこと。廃棄物処理法において，多
量発生性・有害性の観点から，汚染者負
担原則に基づき排出事業者が処理責任
を有するものとして，燃え殻，汚泥，廃
油，廃酸，廃アルカリ，廃プラスチック
類など 20種類の廃棄物及び輸入された
廃棄物が定められている。 

 

GX 

Green Transformationの略称で，温
室効果ガスを発生させる化石燃料から
太陽光発電，風力発電などのクリーンエ
ネルギー中心へと転換し，経済社会シス
テム全体を変革しようとする取組 

 

J-クレジット 

省エネルギー設備の導入や再生可能
エネルギーの利用による温室効果ガス
の排出削減量や，適切な森林管理によ
る吸収量を「クレジット」として国が認
証する制度。クレジットは売買され，購
入者は購入量を自身の削減量等とでき
る。販売者は資金を得る代わりに販売
量は自身の削減量等として主張できな
い。 

 

ZEH（ゼッチ） 

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス
（Net Zero Energy House）の略称。 
外皮の断熱性能等を大幅に向上させ
るとともに，高効率な設備システムの
導入により，室内環境の質を維持しつ
つ大幅な省エネルギーを実現した上で，
再生可能エネルギーを導入することに
より，年間の一次エネルギー消費量の
収支がゼロとすることを目指した住宅。 

 

ZEB（ゼブ） 

ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（Net 
Zero Energy Building）の略称。 
先進的な建築設計によるエネルギー

負荷の抑制や自然光・風などの積極的な
活用，高効率な設備システムの導入等に
より，エネルギー自立度を極力高め，年
間のエネルギー消費量の収支をゼロと
することを目指した建築物。 

 

ゼロカーボンシティ 

脱炭素社会の実現に向けて，2050年
二酸化炭素実質排出量ゼロに取り組む
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ことを表明した地方公共団体。本市は
2021 年 10 月にゼロカーボンシティ旭
川を表明した。2023年 9月時点におい
て 997自治体（46都道府県，558市，
22特別区，317町，48村）が表明済み。 

 

循環型社会 

大量生産・大量消費・大量廃棄型の社
会経済のあり方に代わる，資源・エネル
ギーの循環的な利用がなされる社会。 
循環型社会形成推進基本法（平成 12
年法律第 110号）では，「廃棄物の発生
を抑制し，発生した廃棄物のうち有用な
ものは循環的な利用が促進され，循環的
な利用が行われない廃棄物については
適正な処分が確保される，天然資源の消
費を抑制した，環境への負荷ができる限
り低減される社会」と定められている。 

 

省エネルギー 

エネルギーを節約すること。または，
より少ないエネルギーで社会的・経済的
な効果を得られるようにすること。 
具体的な手法としては，不要な機器の
停止や温度・照度の設定見直し，設備・
機器の補修，効率的な設備への取替えな
どが挙げられるが，日常生活でそれらを
使用する一人ひとりの意識が最も重要
である。 

 

省エネルギー診断 

省エネルギーの専門家がエネルギー
使用設備の状況等を現地調査し，設備の

現状を把握するとともに，省エネルギー
によるエネルギー消費の削減量等を試
算する制度。 

 

潜熱回収型給湯器 

従来捨てていた熱を再利用すること
で効率を向上させた給湯器（エコジョー
ズなど）。 

 

タ行 

脱炭素社会 

2050年までに目指す，温室効果ガス
の人為的な排出量と吸収源による除去
量との均衡（カーボンニュートラル）が
達成されている社会。 

 
脱炭素につながる新しい豊かな暮ら
しを創る運動 
国民・消費者の行動変容，ライフスタ
イル転換を強力に促すため，衣食住職･
移動買い物など生活全般にわたる国民
の将来の暮らしの全体像「脱炭素につな
がる新しい豊かな暮らしの 10年後」を
明らかにするとともに，自治体・企業・
団体等と一緒になって，豊かな暮らし創
りを強力に後押しすることで，新たな消
費・行動の喚起と国内外での需要創出な
どにもつなげていくことを目指し，環境
省が 2022年 10月から実施している新
たな国民運動。 
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地球温暖化 

人の活動に伴って発生する温室効果
ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を
増加させることにより，地球全体として，
地表及び大気の温度が追加的に上昇す
る現象。 
海面上昇，干ばつなどの問題を引き起
こし，人間や生態系に大きな影響を与え
ることが懸念されている。 
温室効果ガスの濃度上昇の最大の原
因は，石炭，石油等の化石燃料の燃焼で
あり，さらに大気中の炭素を吸収し貯蔵
する森林の減少がそれを助長している。 

 

地球温暖化係数 

CO2を基準にして，ほかの温室効果ガ
スがどれだけ温暖化させる能力を持つ
かを表した数字のこと。CO2に比べ CH4
は約 25倍，N2Oは約 298倍，フロン類
は数百～数千倍の温暖化させる能力が
あるとされている。 

 

地球温暖化対策計画 

地球温暖化対策推進法第 8 条に基づ
き，政府が地球温暖化対策の総合的かつ
計画的な推進を図るために策定する計
画のこと。「パリ協定」や「日本の約束
草案」を踏まえて令和 3 年に改定され
た。 

 

地球温暖化対策の推進に関する法律 

京都で開催された気候変動枠組条約
第 3回締約国会議（COP3）での京都議
定書の採択を受け，我が国の地球温暖化

対策の第一歩として，国，地方公共団体，
事業者，国民が一体となって地球温暖化
対策に取り組むための枠組みとして平
成 9年に制定。令和 3年改正において，
2020 年秋に宣言された 2050 年カーボ
ンニュートラルを基本理念として法に
位置づけるとともに，その実現に向けて
地域の再エネを活用した脱炭素化の取
組や，企業の排出量情報のデジタル化・
オープンデータ化を推進する仕組み等
を定めた。 

 

トレンド法 

過去の動態，いわゆるトレンド（傾向）
が，将来も同じように推移しうるという
考え方により推計する手法。 

 

トップランナー制度 

家電製品，自動車，建材などの機械器
具等について，それぞれの製造事業者や
輸入業者に対し，現在商品化されている
製品のうち，最も優れている機器の性能
や技術開発の将来見通し等を勘案した
エネルギー消費効率の目標を示して達
成を促す制度。 

 

ナ行 

ナッジ 

ナッジ（nudge：そっと後押しする）
とは，行動科学の知見（行動インサイト）
の活用により，人々が自分自身にとって
より良い選択を自発的に取れるように
手助けする政策手法。 
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ネガティブエミッション 

大気中の CO2 を直接捕集する技術
（DAC）や生物機能利用と，貯留又は固
定化等を組み合わせることにより，正味
としてマイナスの CO2排出量を達成す
る技術。 

ハ行 

バイオマス 

光合成によってつくり出される再生
可能な，生物由来の有機性資源で化石資
源を除いたものを指す。 
廃棄される紙，家畜排せつ物，食品廃
棄物，建設発生木材，製材工場残材，下
水汚泥などの廃棄物系バイオマス，稲わ
ら・麦わら・もみ殻等の農業廃棄物や林
地残材（間伐材，被害木等）などの未利
用バイオマスがある。 
大気中の二酸化炭素を吸収し生成し
た資源であるため，カーボンニュートラ
ルの考え方から，利用の拡大が検討され
ている。 

 

排出係数 

温室効果ガスの排出量を算定する際
に用いられる係数のこと。温室効果ガス
の排出量は，直接測定するのではなく，
請求書や事務・事業に係る記録等で示さ
れている「活動量」（ガソリン，電気，
ガスなどの使用量など）に「排出係数」
を掛けて求める。 
排出係数は，地球温暖化対策推進法施
行令で，定められている。 

 

パリ協定 

2015 年 12 月にフランス・パリで開
催された国連気候変動枠組条約第 21回
締約国会議（COP21）で採択された
2020年以降の国際的な枠組み。主要排
出国を含む全ての国が削減目標を 5 年
ごとに提出・更新すること等が含まれて
いる。 
「世界的な平均気温上昇を産業革命
以前と比べて 2℃より十分低く保つと
ともに，1.5℃に抑える努力を追求する」
ことを主な目的とした温室効果ガスの
排出削減「緩和」や気候変動の悪影響へ
の対処「適応」などについて規定してい
る。 
京都議定書に代わる，すべての国が参
加する公平かつ実効的な新しい法的枠
組みとして発効された。 

 

BAUケース 

今後追加的な対策を見込まないまま
推移した場合の将来の温室効果ガス排
出量。Business As Usual の略であり，
現状趨勢ケースとも呼ばれる。 

BAU ケースの排出量を推計すること
で，「将来の見通しを踏まえた計画目標
の設定」や「より将来の削減に寄与する
部門・分野別の対策・施策の立案」を行
うことができる。 

 

5R+1L 

ごみを減らすための 6つの行動。 
①発生・排出抑制(Reduce)，②再使用

(Reuse)，③再生利用(Recycle)，④断る
(Refuse)」，⑤修理(Repair)，⑥長期使
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用(Long use)を指し，①から③までを
3Rと呼び，さらに 3つの行動を加えた
ものが 5R+1Lである。 

 

ブルーカーボン生態系 

二酸化炭素の吸収・貯留の役割を担う
沿岸域の植生である海草藻場や塩性湿
地，マングローブ林などの海洋生態系の
こと。 

 

フロン類 

特定フロン（CFC：クロロフルオロカ
ーボン，HCFC：ハイドロクロロフルオ
ロカーボン）と代替フロン（HFC：ハイ
ドロフルオロカーボン）を指す。 
冷蔵庫やエアコンの冷媒に使われて
いた前者によるオゾン層破壊が明らか
となり，オゾン層を破壊しない後者への
転換が進められてきたが，両者ともに高
い温室効果を持つため，フロン排出抑制
法に基づき回収・破壊が義務付けられて
いる。 
なお，近年ではフロン類を使用しない
冷蔵庫やスプレー缶が実用化され，「グ

リーン購入」の一環として普及が進めら
れている。 

マ行 

モーダルシフト 

トラック等の自動車で行われている
貨物輸送を環境負荷の小さい鉄道や船
舶などの利用へと転換すること。 

 

ラ行 

REPOS（リーポス） 

Renewable Energy Potential System
（再生可能エネルギー情報提供システ
ム）の略称。 
デジタルで誰でも再エネポテンシャ
ル情報を把握・利活用できるようにし
た環境省のシステム。主に再生可能エ
ネルギーポテンシャル情報と，地域脱
炭素化促進支援ツールを提供している。 
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